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＝平成28年度予算審査特別委員会で審査＝
　平成28年第1回定例会は、3月7日に招集され、会期を
17日までの11日間と決め開催されました。
　平成28年度の町政執行について町長の施政方針、教育
長の教育行政方針を述べた後、条例の制定・一部改正、平
成27年度各会計補正予算及び平成28年度各会計予算な
ど、議案30件、報告4件、承認1件、合計35件を審議しま
した。

　一般質問では8人の議員が質問に立ち、町政に対する理
事者の考えを質したほか、七飯町総合計画に関する調査特
別委員会、平成28年度予算審査特別委員会より調査報告
書、総務財政常任委員会より付託事件2件の報告書、経済
産業常任委員会より所管事務調査の報告書の提出がありま
した。また、議員提出議案として国、関係機関へ要請する
意見書2件を審議し、原案どおり可決されました。

平成28年５月

◇審議して決まったこと……………………P.25
◇一般質問……………………………………P.27
◇議案審査の結果報告………………………P.31
◇経済産業常任委員会報告…………………P.32

◇特別委員会報告（総合計画）……………P.33
◇特別委員会報告（予算審査）……………P.35
◇定例会の日程………………………………P.37
◇出席状況一覧表……………………………P.37

審 議 結 果
区　　分 結果 番　　号 議　　　　　件　　　　　名　　　　　等 継続審査・調査・その他

議　
　
　
　
　

案

条例制定

◎ 平 成 2 7 年
議案第61号 七飯町行政不服審査会条例の制定について 総務財政常任委員会報告

※詳細については31ページをご覧下さい。

◎ 平 成 2 7 年
議案第62号 七飯町職員の退職管理に関する条例の制定について 総務財政常任委員会報告

※詳細については31ページをご覧下さい。
付　託 議案第 9 号 七飯町いじめ問題対策連絡協議会条例の制定について

民生文教常任委員会へ付託付　託 議案第10号 七飯町いじめ防止等対策推進委員会条例の制定について
付　託 議案第11号 七飯町いじめ問題に関する調査委員会条例の制定について
◎ 議案第12号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

条例改正

◎ 議案第13号 七飯町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について
◎ 議案第14号 職員の給与に関する条例の一部改正について
◎ 議案第15号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について
◎ 議案第16号 七飯町職員の旅費に関する条例の一部改正について
◎ 議案第17号 七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
◎ 議案第18号 七飯町国民健康保険税条例の一部改正について
◎ 議案第19号 七飯町介護保険料率の特例に関する条例の一部改正について

予 算

〇 議案第 1 号 平成28年度七飯町一般会計予算
平成28年度予算審査特別委員会報告
※詳細については35ページをご覧下さい。

少数意見報告書の内容については議会事務
局へお問い合わせ下さい。

◎ 議案第 2 号 平成28年度七飯町国民健康保険特別会計予算
◎ 議案第 3 号 平成28年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算
◎ 議案第 4 号 平成28年度七飯町介護保険特別会計予算
◎ 議案第 5 号 平成28年度七飯町下水道事業特別会計予算
◎ 議案第 6 号 平成28年度七飯町土地造成事業特別会計予算
◎ 議案第 7 号 平成28年度七飯町水道事業会計予算

補正予算

◎ 議案第20号 平成27年度七飯町一般会計補正予算（第10号）
◎ 議案第21号 平成27年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）
◎ 議案第22号 平成27年後七飯町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）
◎ 議案第23号 平成27年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第3号）
◎ 議案第24号 平成27年度七飯町下水道事業特別会計補正予算（第2号）
◎ 議案第25号 平成27年度七飯町土地造成事業特別会計補正予算（第1号）
◎ 議案第26号 平成27年度七飯町水道事業会計補正予算（第2号）
◎ 議案第30号 平成27年度七飯町一般会計補正予算（第11号）

そ の 他

承　認 承認第 1 号 専決処分の承認を求めることについて
◎ 議案第 8 号 第5次七飯町総合計画基本構想について
◎ 議案第27号 飯田町8号線用排水路整備工事請負契約の一部変更について
◎ 議案第28号 町道路線の認定について
◎ 議案第29号 損害賠償の額を定めることについて

報　　　　告
報告済 報告第 1 号 町議会の委任による専決処分の報告について
報告済 報告第 2 号 町議会の委任による専決処分の報告について
報告済 報告第 3 号 町議会の委任による専決処分の報告について
報告済 報告第 4 号 平成28年度一般財団法人北海道大沼国際交流協会事業計画及び予算の提出について

発
議
案

意見書等
◎ 発議案第1号 児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書
◎ 発議案第2号 軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、及びその危険性や

予後の相談可能な窓口などの設置を求める意見書
取下げ 発議案第3号 「平和安全保障関連法」の廃止を求める意見書
報告済 経済産業常任委員会報告 ※詳細については32ページをご覧下さい。
報告済 七飯町総合計画に関する調査特別委員会報告 ※詳細については33ページをご覧下さい。
報告済 平成28年度予算審査特別委員会報告 ※詳細については35ページをご覧下さい。
報告済 例月出納検査報告
許　可 閉会中の継続審査の申し出について
承　認 閉会中の委員会活動の承認について
◎=全員一致で可決　　○=賛成多数で可決　　●=賛成少数で否決　　×=賛成なしで否決
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条
例
制
定 

◆
七
飯
町
行
政
不
服
審
査
会
条

例
行
政
不
服
審
査
会
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
は
、
総
務
財
政
常

任
委
員
会
よ
り
、
そ
の
審
査
結

果
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
、
全

員
一
致
で
原
案
可
決
し
た
。

平
成
28
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
職
員
の
退
職
管
理
に

関
す
る
条
例

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る

条
例
に
つ
い
て
は
、
総
務
財
政

常
任
委
員
会
よ
り
、
そ
の
審
査

結
果
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
、

全
員
一
致
で
原
案
可
決
し
た
。

平
成
28
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
い
じ
め
問
題
対
策
連

絡
協
議
会
条
例

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
第

14
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く

い
じ
め
問
題
対
策
連
絡
協
議
会

条
例
に
つ
い
て
は
、
民
生
文
教

常
任
委
員
会
に
付
託
し
、
慎
重

を
期
す
た
め
閉
会
中
の
継
続
審

査
と
し
た
。

◆
七
飯
町
い
じ
め
防
止
等
対
策

推
進
委
員
会
条
例

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
第

14
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く

い
じ
め
防
止
等
対
策
推
進
委
員

会
条
例
に
つ
い
て
は
、
民
生
文

教
常
任
委
員
会
に
付
託
し
、
慎

重
を
期
す
た
め
閉
会
中
の
継
続

審
査
と
し
た
。

◆
七
飯
町
い
じ
め
問
題
に
関
す

る
調
査
委
員
会
条
例

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
第

30
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く

い
じ
め
問
題
に
関
す
る
調
査
委

員
会
条
例
に
つ
い
て
は
、
民
生

文
教
常
任
委
員
会
に
付
託
し
、

慎
重
を
期
す
た
め
閉
会
中
の
継

続
審
査
と
し
た
。

◆
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す

る
条
例

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に

伴
い
不
服
申
立
て
の
種
類
を
原

則
と
し
て
「
審
査
請
求
」
に
一

元
化
す
る
た
め
、
関
係
条
例
の

整
備
に
関
す
る
条
例
を
制
定
。

平
成
28
年
４
月
１
日
施
行

条
例
改
正 

◆
七
飯
町
人
事
行
政
の
運
営
等

の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独

立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
に
基
づ
き
、
人
事
評

価
及
び
退
職
管
理
に
関
す
る
事

項
の
追
加
及
び
行
政
不
服
審
査

法
に
基
づ
く
改
正
。

平
成
28
年
４
月
１
日
施
行

◆
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
給

与
等
に
つ
い
て
改
正
。

公
布
の
日
か
ら
施
行

◆
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独

立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
に
基
づ
き
、
育
児
を

行
う
た
め
早
出
遅
出
勤
務
を
行

う
こ
と
の
で
き
る
職
員
と
し

て
、
新
た
に
義
務
教
育
学
校
の

前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校

の
小
学
部
に
就
学
す
る
子
の
あ

る
職
員
を
定
義
す
る
た
め
の
改

正
。平

成
28
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
職
員
の
旅
費
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独

立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
に
基
づ
き
、
条
例
に

お
い
て
引
用
す
る
条
項
を
繰
り

上
げ
る
た
め
の
改
正
。

平
成
28
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
特
別
職
非
常
勤
職
員

の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

条
例
別
表
の
七
飯
町
就
学
指

導
委
員
会
委
員
を
七
飯
町
教
育

支
援
委
員
会
委
員
に
改
め
、
新

た
に
七
飯
町
鳥
獣
被
害
対
策
実

施
隊
員
、
日
額
１
６
，
７
０
０

円
以
内
で
規
則
で
定
め
る
額
を

加
え
る
た
め
の
改
正
。

平
成
28
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
税
額
の
限
度

額
を
国
の
基
準
額
ま
で
引
き
上

げ
る
た
め
の
改
正
。

平
成
28
年
４
月
１
日
施
行

◆
七
飯
町
介
護
保
険
料
率
の
特

例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

世
帯
員
の
収
入
金
額
の
合
計

額
が
生
活
保
護
基
準
相
当
額
以

下
等
で
あ
る
者
に
対
す
る
介
護

保
険
料
の
軽
減
措
置
を
平
成
28

年
度
も
引
き
続
き
行
う
た
め
の

改
正
。

平
成
28
年
４
月
１
日
施
行

平
成
28
年
度
予
算 

平
成
28
年
度
一
般
会
計
及
び

特
別
会
計
並
び
に
水
道
事
業
会

計
予
算
は
「
平
成
28
年
度
予
算

審
査
特
別
委
員
会
」
に
審
議
を

付
託
し
、
そ
の
審
査
結
果
の
報

告
書
が
定
例
会
最
終
日
に
提
出

さ
れ
、
一
般
会
計
は
賛
成
多
数

で
可
決
し
、
特
別
会
計
及
び
水

道
事
業
会
計
は
全
員
一
致
で
可

決
し
た
。補

正
予
算 

◆
平
成
27
年
度
七
飯
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
10
号
）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付

事
業
費
、
道
路
用
地
取
得
費

等
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
億

６
千
751
万
２
千
円
を
減
額
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
125
億

100
万
円
と
し
た
。

◆
平
成
27
年
度
七
飯
町
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

退
職
被
保
険
者
等
療
養
給
付

費
等
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１

千
704
万
４
千
円
を
減
額
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
43
億
６

千
505
万
円
と
し
た
。

◆
平
成
27
年
度
七
飯
町
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

一
般
管
理
費
等
、
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
16
万
２
千
円
を
減
額

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

４
億
１
千
15
万
２
千
円
と
し

た
。

◆
平
成
27
年
度
七
飯
町
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
給
付
費

等
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
千

539
万
６
千
円
を
減
額
し
、
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
25
億
２
千

795
万
９
千
円
と
し
た
。

◆
平
成
27
年
度
七
飯
町
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

下
水
道
事
業
債
償
還
費
（
元

金
）
等
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

238
万
９
千
円
を
増
額
し
、
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
10
億
２
千

456
万
６
千
円
と
し
た
。

◆
平
成
27
年
度
七
飯
町
土
地
造

成
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

造
成
地
販
売
管
理
費
等
、
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
105
万
円
を
減

額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
165
万
円
と
し
た
。

◆
平
成
27
年
度
七
飯
町
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

収
益
的
収
入
を
575
万
８
千
円

追
加
し
総
額
を
４
億
８
千
420
万

円
に
、
収
益
的
支
出
を
３
千
74

万
２
千
円
減
額
し
総
額
を
４
億

４
千
770
万
円
と
し
た
。
ま
た
資

本
的
収
入
を
５
千
166
万
３
千
円

減
額
し
、
総
額
を
２
億
３
千
96

万
９
千
円
に
、
資
本
的
支
出
を

４
千
432
万
５
千
円
減
額
し
総
額

を
３
億
９
千
270
万
５
千
円
と
し

た
。

◆
平
成
27
年
度
七
飯
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
11
号
）

損
害
賠
償
金
等
、
歳
入
歳
出

に
そ
れ
ぞ
れ
41
万
１
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
125
億
141
万
１
千
円
と
し
た
。

報

告 

◆
町
議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決

処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
）

被
害
者
が
出
勤
の
た
め
町
道

中
之
島
線
を
函
館
方
面
へ
向
け

審
議
し
て
決
ま
っ
た
こ
と
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て
運
転
走
行
し
た
と
こ
ろ
、
字

中
島
192
番
５
地
先
に
お
い
て
、

道
路
上
に
約
40
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
倒
伏
し
て
い
た
雑
木
に
接
触

し
、
車
体
前
方
か
ら
後
方
に
か

け
て
損
傷
し
た
た
め
、
修
繕
に

要
す
る
費
用
を
賠
償
。

◆
町
議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決

処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
）

被
害
者
が
出
勤
の
た
め
町
道

中
之
島
線
を
函
館
方
面
へ
向
け

て
運
転
走
行
し
た
と
こ
ろ
、
字

中
島
192
番
５
地
先
に
お
い
て
、

道
路
上
に
約
40
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
倒
伏
し
て
い
た
雑
木
に
接
触

し
、
車
体
前
方
か
ら
後
方
に
か

け
て
損
傷
し
た
た
め
、
修
繕
に

要
す
る
費
用
を
賠
償
。

◆
町
議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決

処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
平
成
27
年
度
七
飯
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
８
号
））

町
有
地
内
の
雑
木
が
暴
風
の

た
め
倒
伏
し
た
こ
と
に
よ
り
、

被
害
者
車
両
に
損
害
を
与
え
た

こ
と
に
よ
る
賠
償
金
と
し
て
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
76
万
１
千
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
の
予
算

の
総
額
を
127
億
６
千
817
万
２
千

円
と
し
た
。

◆
平
成
28
年
度
一
般
財
団
法
人

北
海
道
大
沼
国
際
交
流
協
会
事

業
計
画
及
び
予
算
の
提
出
に
つ

い
て

そ

の

他 

◆
第
５
次
七
飯
町
総
合
計
画
基

本
構
想
に
つ
い
て

七
飯
町
議
会
基
本
条
例
第
９

条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

審
議
を
行
い
原
案
可
決
と
な
っ

た
。

◆
飯
田
町
８
号
線
用
排
水
路
整

備
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更

に
つ
い
て

▽
契
約
金
額

　

変
更
前

　

９
千
363
万
６
千
円

　

変
更
後

　

１
億
440
千
円

▽
変
更
理
由

排
水
経
路
、
配
置
等
の
見
直

し
に
よ
り
設
計
変
更
が
必
要
と

な
っ
た
た
め
増
額
変
更
す
る
。

◆
町
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

町
道
昇
格
に
よ
り
７
路
線
、

総
延
長
９
３
９
．
３
ｍ
を
認

定
。

◆
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

（
平
成
27
年
度
七
飯
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
９
号
））

福
祉
課
所
有
の
マ
イ
ク
ロ
バ

ス
の
ヒ
ー
タ
ー
の
修
繕
料
と
し

て
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
340
千
円

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
127
億
６
千
851
万
２
千
円
と

し
た
。

◆
損
害
賠
償
の
額
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

峠
下
地
区
に
お
い
て
除
雪
作

業
を
終
了
し
、
帰
庁
す
る
た
め

に
走
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
字

峠
下
647
番
２
地
先
カ
ー
ブ
の
下

り
坂
に
お
い
て
、
車
両
が
ス

リ
ッ
プ
し
、
被
害
者
が
運
転
し

て
い
た
車
両
の
運
転
席
側
ヘ
ッ

ド
ラ
イ
ト
部
分
に
シ
ョ
ベ
ル
・

ロ
ー
ダ
の
プ
ラ
ウ
の
右
部
分
が

接
触
し
破
損
さ
せ
た
た
め
、
修

繕
料
に
要
す
る
費
用
を
賠
償
。

発

議

案 

議
員
提
出
議
案
と
し
て
意
見

書
３
件
が
提
出
さ
れ
、
２
件
が

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

意
見
書
１
件
は
発
議
者
が
取

り
下
げ
を
し
ま
し
た
。

意

見

書

◎
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
抜
本

強
化
を
求
め
る
意
見
書

◎
軽
度
外
傷
性
脳
損
傷
・
脳
し

ん
と
う
の
周
知
と
予
防
、
及
び

そ
の
危
険
性
や
予
後
の
相
談
可

能
な
窓
口
な
ど
の
設
置
を
求
め

る
意
見
書臨　

時　

会 

　
　
　
　
　
　
　

３
月
28
日

補

正

予

算 

◆
平
成
27
年
度
七
飯
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
13
号
）

観
光
振
興
事
業
費
等
、
歳
入

歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
７
千
460
万
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
の
総
額

を
125
億
７
千
607
万
９
千
円
と
し

た
。

報

告 

◆
町
議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決

処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
）

被
害
者
が
帰
宅
の
た
め
、
町

道
豊
田
４
号
か
ら
町
道
中
島
２

号
に
向
け
て
運
転
走
行
し
た
と

こ
ろ
、
字
豊
田
159
番
３
地
先
の

豊
田
橋
上
に
生
じ
た
陥
没
箇
所

に
助
手
席
側
の
前
輪
及
び
後
輪

が
脱
輪
し
、
前
輪
及
び
後
輪
の

タ
イ
ヤ
２
本
が
破
裂
し
た
た

め
、
修
繕
に
要
す
る
費
用
を
賠

償
。

◆
町
議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決

処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
）

被
害
者
が
帰
宅
の
た
め
、
町

道
豊
田
４
号
か
ら
町
道
中
島
２

号
に
向
け
て
運
転
走
行
し
た
と

こ
ろ
、
字
豊
田
159
番
地
３
地
先

の
豊
田
橋
上
に
生
じ
た
陥
没
箇

所
に
助
手
席
側
の
前
輪
が
脱
輪

し
、
前
輪
の
タ
イ
ヤ
１
本
が
破

裂
す
る
と
と
も
に
、
タ
イ
ヤ
ホ

イ
ー
ル
及
び
フ
ロ
ン
ト
バ
ン

パ
ー
が
破
損
し
た
た
め
、
修
繕

に
要
す
る
費
用
を
賠
償
。

◆
町
議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決

処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
平
成
27
年
度
七
飯
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
12
号
））

豊
田
橋
上
の
陥
没
箇
所
に
よ

り
被
害
者
車
両
に
損
害
を
与
え

た
こ
と
に
よ
る
賠
償
金
と
し
て

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
68
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
125
億
147
万
９
千
円
と
し

た
。例

月
出
納
検
査

一
般
会
計
並
び
に
各
特
別
会

計
、
水
道
事
業
会
計
の
出
納
状

況
を
次
の
と
お
り
検
査
し
た
。

平
成
27
年
11
月
分
を

12
月
22
日
、
24
日
、
29
日

平
成
27
年
12
月
分
を

１
月
25
日
、
26
日
、
29
日

平
成
28
年
１
月
分
を

２
月
25
日
、
26
日
、
29
日

検
査
結
果

　

特
に
指
摘
す
べ
き
事
項
な
し
。

監
査
委
員

　

永　

田　

英　

利

　

横　

田　

有　

一

表　彰

　町村議会議員として地方自治の振

興発展に寄与し、その功績が認め

られ、次の方々が表彰されました。

※渡島町村議会議長会表彰

【議員２０年以上】

坂　田　邦　彦　議長
中　島　勝　也　議員

一
般
質
問
の
原
稿
は
、
質

問
者
が
要
約
し
て
掲
載
し
て

い
ま
す
。

　

第
１
回
定
例
会
の
会
議
録

は
、
５
月
下
旬
以
降
に
議
会

事
務
局
で
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
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Q 
七
飯
町
の
今
後
の
財
政
運
営
に
つ
い
て

A 
手
数
料
や
使
用
料
等
の
見
直
し
に
よ
る
増
収
を
図
っ
て
い
く

上　

野　

武　

彦　

議
員

Q 

町
財
政
推
計
に
鑑
み
大
中
山
小
改
築
工
事
と
関
連
施
設

計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て

A 

議
論
を
し
尽
く
し
て
、
結
論
を
得
て
、
そ
の
目
標
に
向

か
っ
て
や
っ
て
い
る

平　

松　

俊　

一　

議
員

　

町
は
こ
れ
か
ら
大
中
山
小
学

校
校
舎
、
道
の
駅
、
水
防
セ
ン

タ
ー
、
七
重
小
学
校
校
舎
の
耐

震
化
な
ど
大
型
の
事
業
が
次
々

計
画
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で

の
事
業
の
償
還
や
第
５
次
総
合

計
画
で
予
算
が
具
体
化
さ
れ
て

い
な
い
事
業
な
ど
が
あ
り
、
今

後
の
町
財
政
運
営
に
と
っ
て
、

収
入
見
込
に
つ
い
て
推
計
を

し
、
対
策
を
立
て
る
こ
と
は
重

要
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

今
後
財
政
収
入
を
ど
の
よ
う
に

推
計
し
て
い
る
の
か
伺
い
た
い
。

①
今
後
10
年
間
の
地
方
税
及
び

地
方
交
付
税
の
見
込
に
つ
い
て

②
北
海
道
新
幹
線
の
車
両
基
地

の
運
用
に
伴
う
財
政
収
入
の
見

込
、
車
両
基
地
の
固
定
資
産

税
、
法
人
町
民
税
、
上
下
水
道

料
金
お
よ
び
JR
関
連
の
社
員
、

協
力
会
社
な
ど
か
ら
の
税
収
見

込
に
つ
い
て

③
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て

④
電
力
自
由
化
に
伴
う
大
型
公

共
施
設
の
電
気
料
金
軽
減
策
の

可
能
性
に
つ
い
て

⑤
そ
の
他
町
が
考
え
て
い
る
増

収
対
策
に
つ
い
て

【
総
務
財
政
課
長
】

①
平
成
26
年
度
決
算
を
ベ
ー
ス

に
町
民
税
は
平
成
30
年
度
以
降

前
年
度
比
１
％
減
、
固
定
資
産

税
は
平
成
29
年
度
以
降
評
価
替

時
前
年
度
比
３
％
減
、
平
成
31

年
以
降
は
１
千
万
円
増
、
普
通

交
付
税
は
31
億
円
を
ベ
ー
ス
に

10
年
間
で
6.8
％
減
と
見
込
ん
で

い
ま
す
。

【
税
務
課
長
】

②
平
成
28
年
度
固
定
資
産
税
、

法
人
町
民
税
、
個
人
住
民
税
と

し
て
推
計
３
千
330
万
６
千
円
増

額
、
固
定
資
産
税
の
土
地
、
家

屋
は
渡
島
総
合
振
興
局
、
近
隣

市
町
と
協
議
中
で
あ
り
、
三
島

特
例
が
適
用
と
な
っ
た
場
合
の

積
算
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
水
道
課
長
】

②
水
道
、
下
水
道
合
わ
せ
て
年

間
１
千
154
万
円
程
度
を
見
込
ん

で
お
り
ま
す
。

【
商
工
観
光
課
長
】

③
平
成
27
年
度
は
１
千
500
件
、

１
千
570
万
円
を
見
込
ん
で
お

り
、
返
礼
品
に
つ
い
て
も
種
類

を
13
種
類
に
増
や
し
ま
し
た
。

平
成
28
年
度
は
高
額
納
税
者
に

つ
い
て
宿
泊
券
な
ど
を
追
加
し

て
、
町
と
し
て
更
な
る
増
収
に

つ
な
が
る
よ
う
全
力
を
挙
げ
て

ま
い
り
た
い
。

【
総
務
財
政
課
長
】

④
平
成
26
年
度
に
20
の
公
共
施

設
の
電
気
料
金
の
あ
り
方
の
検

討
を
行
い
ま
し
た
。
平
成
29
年

３
月
で
北
電
と
の
契
約
期
間
終

了
と
な
り
、
そ
の
後
は
更
新
手

続
き
が
必
要
と
な
る
こ
と
か

ら
、
電
力
自
由
化
に
つ
い
て
引

き
続
き
検
討
し
、
方
向
が
見
い

だ
せ
れ
ば
早
期
に
移
行
を
考
え

た
い
。

⑤
増
収
対
策
と
し
て
歳
出
の
抑

制
も
必
要
な
取
り
組
み
と
考
え

て
お
り
、
補
助
金
、
受
益
者
負

担
の
見
直
し
を
し
た
経
緯
が
あ

り
ま
す
。
歳
入
で
は
法
律
で
定

ま
っ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
公

共
料
金
の
手
数
料
や
使
用
料
の

見
直
し
、
諸
実
費
徴
収
金
の
見

直
し
に
よ
る
増
収
を
図
っ
て
い

く
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
人
口
減
少
や
高
齢
化
社

会
な
ど
社
会
的
課
題
へ
の
対
応

も
必
要
と
考
え
て
お
り
、
働
き

手
と
な
る
若
い
世
代
の
定
住
促

進
の
た
め
、
雇
用
の
場
の
確
保

が
必
要
で
あ
り
企
業
誘
致
、
企

業
へ
の
支
援
な
ど
も
考
え
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
結
果
、

子
育
て
環
境
の
充
実
、
基
幹
産

業
で
あ
る
農
業
、
観
光
業
へ
の

振
興
策
な
ど
の
地
場
産
業
の
活

性
化
に
つ
な
が
り
、
一
つ
の
増

収
対
策
と
も
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

七
飯
町
の
財
政
は
、
短
期
間

に
い
く
つ
か
の
大
型
事
業
を

行
っ
た
た
め
、
苦
し
い
状
況
と

な
っ
て
し
ま
い
、
相
当
な
緊
縮

財
政
を
長
期
に
わ
た
っ
て
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
施

政
方
針
で
う
た
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
こ
で
約
40
億
円
の
事
業

費
が
見
込
ま
れ
て
い
る
大
中
山

小
学
校
改
築
工
事
の
内
容
を
見

直
し
、
子
ど
も
や
町
民
の
為
に

建
設
費
を
１
億
で
も
２
億
で
も

削
減
す
る
こ
と
と
学
童
、
役
場

出
張
所
、
交
流
ス
ペ
ー
ス
の
複

合
施
設
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

①
帯
広
で
は
平
成
24
年
に
生
徒

数
約
640
人
の
校
舎
と
市
民
開
放

型
（
300
円
で
利
用
）
の
温
水
学

校
プ
ー
ル
を
用
地
を
含
め
て
32

億
円
で
新
築
し
、
函
館
の
中
学

校
で
は
３
校
を
統
合
す
る
事
業

に
給
食
室
を
含
め
38
億
円
を
予

定
し
て
い
る
。
大
中
山
小
学
校

の
建
設
費
削
減
に
、
平
成
４
年

施
行
の
増
築
部
分
の
利
用
と

プ
ー
ル
の
合
体
を
検
討
で
き
な

い
か
。

②
現
段
階
で
の
大
中
山
小
学
校

改
築
整
備
事
業
、
複
合
施
設
の

総
事
業
額
と
補
助
金
、
町
支
出

金
に
つ
い
て

③
昨
年
答
弁
さ
れ
た
暖
房
方
式

で
、
灯
油
単
独
と
比
べ
30
年
間

で
５
千
万
円
以
上
高
く
な
る
現

プ
ロ
パ
ン
併
用
方
式
を
、
補
助

金
の
多
い
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
単

独
に
見
直
し
で
き
な
い
か
。

【
学
校
教
育
課
長
】

①
学
童
と
し
て
使
用
す
る
場

合
、
玄
関
、
階
段
、
ト
イ
レ
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
考
え
た
エ
レ

ベ
ー
タ
の
設
置
等
が
必
要
で
あ

り
、
ま
た
期
成
会
か
ら
新
校
舎

の
配
置
計
画
は
既
存
校
舎
の
全

体
取
り
壊
し
を
考
慮
し
、
理
想

的
配
置
を
最
優
先
検
討
し
て
ほ

し
い
と
要
望
も
あ
っ
た
こ
と
か

ら
取
り
壊
し
の
設
計
と
し
ま
し

た
。

②
大
中
山
小
学
校
改
築
に
か
か

る
総
事
業
費
が
39
億
４
千
500
万

円
、
国
庫
補
助
金
が
概
算
で
６

億
２
千
万
円
、
起
債
借
入
額
の

う
ち
交
付
税
算
入
分
は
約
７
億

５
千
万
円
で
、
町
支
出
は
約
25

億
７
千
万
円
と
な
る
と
積
算
し

て
い
ま
す
。

③
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
単
独
方
式

の
積
算
は
し
て
い
な
い
が
、
バ

イ
オ
マ
ス
ボ
イ
ラ
ー
の
設
置
面

積
が
広
く
な
り
、
教
室
な
ど
に

暖
房
の
た
め
の
配
管
設
備
が
必

要
と
な
り
、
多
大
な
設
備
費
が

見
込
ま
れ
ま
す
。
燃
料
費
は
高

く
な
り
ま
す
が
、
災
害
時
や
故

障
し
た
と
き
に
同
時
に
暖
房
が

出
来
な
く
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た

め
に
も
、
ガ
ス
と
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
ボ
イ
ラ
ー
を
使
用
し
た
暖

房
方
式
を
採
用
し
ま
し
た
。

【
子
育
て
健
康
支
援
課
長
】

②
複
合
施
設
は
、
大
中
山
出
張

所
、
学
童
、
交
流
広
場
で
構
成

す
る
計
画
で
、
面
積
は
約
850

㎡
、
建
設
費
は
約
３
億
円
で
、

補
助
金
は
学
童
に
対
す
る
補
助

金
の
上
限
額
が
１
千
715
万
円
以

内
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　【
教
育
長
】

　

帯
広
、
函
館
の
事
業
費
に
つ

い
て
、
そ
の
規
模
だ
け
で
金
額

が
高
い
安
い
と
い
う
こ
と
を
比

較
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ

な
要
素
が
絡
ま
っ
て
そ
の
金
額

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
議
論
で

時
間
を
要
す
る
よ
り
も
、
子
ど

も
た
ち
を
安
全
な
場
所
で
学
習

環
境
を
整
え
る
こ
と
が
教
育
委

員
会
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
課

題
だ
と
思
い
ま
す
。

【
町
長
】

　

議
論
を
し
尽
く
し
て
、
そ
し

て
結
論
を
得
て
、
そ
の
目
標
に

向
か
っ
て
、
一
生
懸
命
や
っ
て

い
る
と
い
う
思
い
で
お
り
ま
す

の
で
、
ご
理
解
い
た
だ
き
た

い
。
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Q 
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
地
産
地
消
に
つ
い
て

A 
食
育
と
し
て
も
地
元
食
材
の
割
合
を
も
う
少
し
増
や
し
た
い

池　

田　

誠　

悦　

議
員

Q 

七
飯
町
の
人
口
政
策
に
つ
い
て

A 

北
海
道
新
幹
線
開
業
を
契
機
に
一
層
の
企
業
誘
致
を
進

め
て
ま
い
り
た
い

畑　

中　

静　

一　

議
員

　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
が
新
築

さ
れ
、
最
新
の
衛
生
的
な
環
境

の
中
で
安
全
で
美
味
し
い
給
食

の
提
供
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
が
、
今
ま
で
以
上
に
地
場
産

の
農
畜
産
物
を
使
用
し
、
安
心

安
全
な
食
材
の
確
保
と
地
産
地

消
を
推
進
す
る
た
め
の
具
体
策

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

【
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
長
】

　

給
食
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
地

産
地
消
は
食
育
の
六
つ
の
目
標

の
内
、
生
産
者
へ
の
感
謝
の
心

と
地
元
食
文
化
の
理
解
と
尊
重

の
二
つ
の
目
標
を
達
成
で
き
る

こ
と
、
ま
た
新
鮮
で
安
全
な
食

材
を
確
保
で
き
る
こ
と
な
ど
大

変
重
要
な
こ
と
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
現
在
野
菜
な
ど
の
食
材

の
調
達
は
、
初
め
に
新
函
館
農

協
七
飯
基
幹
支
店
に
納
入
出
来

る
も
の
を
確
認
し
、
そ
の
他
の

物
を
町
内
の
小
売
店
よ
り
購
入

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
毎
年
若

手
野
菜
生
産
者
グ
ル
ー
プ
か
ら

長
ネ
ギ
や
ほ
う
れ
ん
そ
う
、
大

沼
地
域
で
牛
肉
を
飼
育
し
て
い

る
生
産
者
か
ら
牛
肉
の
寄
贈
が

あ
り
、
地
場
産
物
の
活
用
の
支

援
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

給
食
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
り

農
政
関
係
機
関
、
生
産
者
等
と

連
携
し
、
よ
り
一
層
地
場
産
品

を
活
用
し
、
地
産
地
消
を
推
進

す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
た

ち
が
給
食
を
通
じ
て
健
康
の
み

な
ら
ず
、
郷
土
愛
や
感
謝
の
心

が
育
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

【
再
質
問
】

　

食
材
の
内
、
七
飯
産
の
割
合

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

【
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
長
】

　

平
成
27
年
度
に
お
け
る
七
飯

産
食
材
、
野
菜
は
全
体
で
約

12
％
で
ご
ざ
い
ま
す
。

【
再
々
質
問
】

　

ぽ
ぽ
ろ
館
で
七
飯
産
の
切
り

干
し
大
根
、
リ
ン
ゴ
チ
ッ
プ
を

つ
く
っ
て
い
る
が
、
給
食
セ
ン

タ
ー
で
使
用
で
き
な
い
の
か
伺

い
ま
す
。

【
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
長
】

　

ぽ
ぽ
ろ
館
の
切
り
干
し
大
根

に
つ
き
ま
し
て
は
、
４
月
に
１

回
使
用
す
る
予
定
で
年
３
回
か

ら
４
回
使
用
を
考
え
て
お
り
ま

す
。

【
教
育
長
】

　

平
成
28
年
度
は
地
元
産
の
野

菜
に
つ
き
ま
し
て
も
積
極
的
に

使
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す

が
、
ひ
と
つ
問
題
な
の
が
流
通

経
路
の
中
で
、
ど
こ
で
給
食
セ

ン
タ
ー
に
納
入
し
て
も
ら
え
る

の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
新
函
館
農
協
で
七
飯
産
食

材
全
て
が
揃
う
の
で
あ
れ
ば
良

い
の
で
す
が
現
状
は
な
か
な
か

難
し
く
、
町
内
の
生
産
者
団
体

と
し
て
直
販
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
ゆ

る
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
使
い
な
が
ら

地
元
産
品
を
使
っ
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
し
、
そ
の

中
で
給
食
費
だ
け
で
間
に
合
わ

な
い
物
に
つ
き
ま
し
て
は
、
町

と
も
相
談
を
し
な
が
ら
上
乗
せ

し
て
で
も
地
元
産
品
を
入
れ
る

と
い
う
様
な
事
も
含
め
て
検
討

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
少
な
く
と
も
七
飯
町
で

取
れ
た
物
が
七
飯
町
の
子
ど
も

達
の
口
に
今
は
十
何
パ
ー
セ
ン

ト
し
か
入
っ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
好
ま
し
い
と

は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
こ

の
数
値
を
来
年
度
に
お
い
て
は

も
う
少
し
伸
び
て
い
る
様
な
状

況
を
教
育
委
員
会
と
し
て
努
力

し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
の
で
、
是
非
ご
協
力
を

お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

当
町
の
人
口
は
、
平
成
22

年
、
２
８
，
４
６
３
人
を
最
高

に
平
成
27
年
で
は
２
８
，
１
３

０
人
、
平
成
22
年
と
対
比
し
た

場
合
333
人
の
減
、
世
帯
数
で
は

154
の
増
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

平
成
28
年
度
の
施
政
方
針
で

は
、
こ
の
こ
と
に
触
れ
「
安
堵

し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
私
は
こ
の
町
長
の
気
持
ち

を
理
解
で
き
な
い
訳
で
は
な
い

が
、
も
う
少
し
危
機
意
識
が
ほ

し
い
。
他
の
自
治
体
よ
り
状
況

が
よ
い
か
ら
と
言
う
気
持
ち
で

は
い
け
な
い
の
で
は
と
思
う
。

町
長
は
町
民
に
安
心
、
安
全
、

不
便
の
な
い
暮
ら
し
を
与
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

人
口
減
が
町
の
、
地
域
の
存

亡
、
町
民
の
幸
せ
に
関
わ
る
こ

と
か
ら
次
の
点
に
つ
い
て
、
町

長
の
所
見
を
伺
い
た
い
。

①
人
口
減
の
原
因
に
つ
い
て

②
当
町
は
管
内
の
他
自
治
体
と

比
較
し
て
発
展
要
素
の
資
源
が

豊
富
だ
と
思
う
。
こ
れ
は
人
材

で
あ
り
、
自
然
で
あ
り
、
立
地

環
境
で
あ
る
と
思
う
が
、
こ
の

資
源
を
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る

の
か

③
人
口
対
策
に
対
す
る
、
国
、

道
の
支
援
制
度
は
あ
る
と
思
う

が
、
こ
れ
ら
の
活
用
に
つ
い
て

④
人
口
増
を
考
え
た
場
合
、
働

く
場
と
住
み
よ
い
環
境
が
ポ
イ

ン
ト
に
な
り
、
特
に
働
く
場
、

結
婚
し
や
す
い
環
境
、
子
育
て

で
き
る
収
入
の
確
保
が
必
要
と

考
え
る
が
、
こ
れ
ら
を
満
た
す

対
策
に
つ
い
て

【
政
策
推
進
課
長
】

①
今
の
七
飯
町
の
人
口
は
、
社

会
増
は
一
定
程
度
あ
り
ま
す

が
、
死
亡
が
出
生
を
大
き
く
上

回
り
自
然
減
に
よ
る
要
因
で
人

口
減
少
と
な
っ
て
い
ま
す
。

②
地
域
の
資
源
を
活
か
し
た
食

や
観
光
、
地
域
産
業
に
お
い

て
、
必
要
な
人
材
の
育
成
を
図

る
と
共
に
、
地
域
外
需
要
の
取

り
込
み
拡
大
や
域
内
循
環
の

向
上
な
ど
に
よ
り
、
地
域
の
産

業
の
競
争
力
強
化
を
図
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
雇
用
機
会
を
拡
大

し
、
女
性
や
若
者
、
高
齢
者
な

ど
が
活
躍
で
き
る
基
盤
整
備
と

し
て
、
地
元
食
材
や
資
源
等
を

活
用
す
る
製
造
業
や
観
光
業
も

含
め
た
企
業
誘
致
を
進
め
て
ま

い
り
ま
す
。

③
平
成
27
年
11
月
26
日
開
催
の

第
３
回
臨
時
会
に
お
い
て
追
加

補
正
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
地
域

活
性
化
・
地
域
住
民
等
緊
急
支

援
交
付
金
の
地
方
創
生
先
行
型

交
付
金
を
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通

信
技
術
）
を
活
用
し
た
訪
日
外

国
人
対
応
Ｄ
Ｍ
Ｏ
（
観
光
地
づ

く
り
）
構
築
推
進
事
業
」
で
活

用
し
て
お
り
、
北
海
道
新
幹
線

の
開
業
を
契
機
に
、
食
や
観
光

の
磨
き
上
げ
、
地
元
事
業
者
の

活
性
化
に
よ
る
交
流
人
口
と
移

住
・
定
住
人
口
の
拡
大
に
つ
い

て
支
援
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。

【
子
育
て
健
康
支
援
課
長
】

③
子
育
て
支
援
の
ほ
か
、
結
婚

に
対
す
る
取
り
組
み
支
援
、
産

前
産
後
の
サ
ポ
ー
ト
、
産
後
ケ

ア
の
支
援
、
不
妊
治
療
の
事
業

等
も
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

【
政
策
推
進
課
長
】

④
七
飯
町
ら
し
さ
を
活
か
し
た

食
や
観
光
を
は
じ
め
と
す
る
力

強
い
産
業
と
雇
用
の
場
を
確
保

す
る
こ
と
、
子
育
て
支
援
や
医

療
・
福
祉
を
始
め
、
教
育
、
交

通
、
防
災
な
ど
、
住
み
続
け
た

い
と
思
え
る
環
境
を
整
え
る
こ

と
、
子
ど
も
を
生
み
育
て
た
い

と
い
う
希
望
を
か
な
え
る
こ
と

を
重
点
目
標
と
し
て
、
北
海
道

新
幹
線
開
業
を
契
機
に
一
層
の

企
業
誘
致
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。
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Q 
藤
城
、
峠
下
地
区
の
下
水
道
整
備
計
画
に
つ
い
て

A 
基
本
的
に
は
「
生
活
排
水
処
理
基
本
計
画
」
に
基
づ
い

て
整
備
を
し
て
い
く

坂　

本　

繁　

議
員

Q 

合
葬
式
墓
所
に
つ
い
て

A 

平
成
29
年
度
に
建
設
し
、
使
用
で
き
る
よ
う
に
進
め
る

中　

川　

友　

規　

議
員

　

平
成
28
年
３
月
26
日
に
北

海
道
新
幹
線
の
開
業
を
迎
え
、

多
く
の
道
内
外
の
方
に
観
光
、

食
、
産
業
な
ど
七
飯
町
の
素
晴

ら
し
さ
を
充
分
に
知
っ
て
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

七
飯
町
も
人
口
減
少
、
少
子

高
齢
化
な
ど
の
問
題
に
対
応
し

な
が
ら
、
地
域
整
備
も
効
率
よ

く
推
し
進
め
て
行
か
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
特
に
企
業
誘

致
、
若
い
世
代
に
七
飯
町
に
来

て
頂
け
る
た
め
の
整
備
も
早
急

に
必
要
で
す
。

　

そ
こ
で
新
幹
線
開
業
で
期
待

さ
れ
る
藤
城
、
峠
下
地
区
の
下

水
道
整
備
を
進
め
て
行
く
こ
と

が
、
非
常
に
重
要
な
事
で
は
な

い
か
と
考
え
、
次
の
点
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。

①
七
飯
町
全
体
で
の
合
併
浄
化

槽
の
普
及
率
に
つ
い
て

②
過
去
５
年
間
の
合
併
浄
化
槽

の
設
置
件
数
及
び
補
助
金
額
に

つ
い
て

③
個
人
住
宅
及
び
峠
下
工
業
団

地
の
合
併
浄
化
槽
の
チ
ェ
ッ
ク

体
制
に
つ
い
て

④
藤
城
、
峠
下
地
区
の
今
後
の

下
水
道
対
策
に
つ
い
て

【
環
境
生
活
課
長
】

①
七
飯
町
の
人
口
に
対
す
る
合

併
浄
化
槽
の
使
用
人
口
の
割
合

を
示
す
合
併
処
理
浄
化
槽
人
口

普
及
率
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
平

成
27
年
３
月
末
現
在
で
約
1.5
％

で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
お
参
考
の

数
字
と
し
て
、
七
飯
町
の
人
口

か
ら
下
水
道
区
域
人
口
を
除
い

た
人
口
に
対
す
る
合
併
浄
化
槽

の
使
用
人
口
の
割
合
は
、
約

7.6
％
と
な
り
ま
す
。

②
平
成
22
年
度
か
ら
平
成
26
年

度
ま
で
を
合
計
し
ま
す
と
、
設

置
件
数
86
基
、
補
助
金
額
９
千

666
万
４
千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。

③
浄
化
槽
管
理
者
（
浄
化
槽
の

所
有
者
）
は
、
浄
化
槽
法
に
よ

り
、
保
守
点
検
、
清
掃
、
法
定

検
査
を
行
う
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
お
り
、
許
可
を
受
け
た

専
門
事
業
者
並
び
に
指
定
検
査

機
関
と
浄
化
槽
管
理
者
が
、
個

別
に
契
約
等
を
結
ん
で
行
っ
て

お
り
ま
す
。
検
査
は
都
道
府
県

が
指
定
し
た
指
定
検
査
機
関
が

実
施
し
ま
す
。
北
海
道
は
、
社

団
法
人
北
海
道
浄
化
槽
協
会
が

指
定
検
査
機
関
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

【
水
道
課
長
】

④
現
在
、
下
水
道
整
備
が
さ
れ

て
な
い
地
域
が
、
町
全
体
で
は

約
２
割
の
地
域
が
未
整
備
の
状

況
と
な
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
下

水
道
整
備
を
進
め
る
に
当
た
り

基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、
家

屋
が
密
集
し
て
い
る
市
街
地
や

湖
沼
汚
濁
防
止
の
観
点
、
費
用

対
効
果
等
の
面
か
ら
「
下
水

道
」
に
よ
る
整
備
が
進
め
ら
れ

る
地
区
と
家
屋
が
ま
ば
ら
で
人

口
密
度
の
低
い
地
域
で
は
、
農

業
集
落
排
水
施
設
や
「
合
併
処

理
浄
化
槽
」
な
ど
に
よ
り
汚
水

処
理
を
進
め
る
と
い
う
地
区
の

生
活
排
水
処
理
の
基
本
的
な
考

え
方
が
ご
ざ
い
ま
す
。
下
水
道

未
整
備
地
区
へ
の
対
応
と
し

て
、「
生
活
排
水
処
理
基
本
計

画
」
に
基
づ
き
個
別
処
理
区
域

と
し
て
「
合
併
処
理
浄
化
槽
」

に
よ
り
排
水
処
理
を
進
め
て
い

く
考
え
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。

【
再
質
問
】

　

大
沼
の
処
理
施
設
よ
り
峠

下
・
藤
城
地
区
を
通
り
広
域
施

設
に
結
ぶ
考
え
方
に
つ
い
て

【
町
長
】

　

大
企
業
で
合
併
処
理
浄
化
槽

の
処
理
能
力
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
を
除
き
、
基
本

的
に
は
「
生
活
排
水
処
理
基
本

計
画
」
に
基
づ
い
て
整
備
を
し

て
ま
い
り
ま
す
。

　

全
国
的
に
少
子
高
齢
化
が
進

み
核
家
族
化
を
背
景
に
、
自
治

体
が
合
葬
式
墓
所
の
整
備
を
進

め
る
動
き
が
増
え
て
き
て
い
ま

す
。
少
子
化
・
相
続
親
族
な
し

な
ど
に
伴
い
、
お
墓
の
持
続
管

理
が
現
実
的
に
難
し
く
な
っ
て

い
る
。
七
飯
町
に
お
い
て
も
同

様
の
ケ
ー
ス
で
悩
ん
で
い
る

方
、
気
に
な
っ
て
い
る
方
が
多

数
い
る
状
況
で
あ
り
ま
す
。
平

成
26
年
第
４
回
定
例
会
で
平
成

27
年
度
中
に
庁
舎
内
等
で
議
論

を
交
わ
し
て
、
実
態
を
き
ち
ん

と
把
握
し
、
前
向
き
に
、
具
体

的
に
進
め
て
い
く
と
答
弁
し
て

い
る
。
そ
こ
で
次
の
点
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。

①
実
態
把
握
の
状
況
に
つ
い
て

②
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の

を
考
え
て
い
る
の
か

③
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ

い
て

【
環
境
生
活
課
長
】

①
少
子
高
齢
化
や
核
家
族
化
な

ど
を
背
景
に
、
墓
の
管
理
が
将

来
難
し
く
な
る
な
ど
の
理
由

で
、
永
代
供
養
へ
の
関
心
が
高

ま
り
墓
の
形
態
が
多
様
化
し
て

い
る
こ
と
が
実
感
す
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。
実
際
に
町
内

で
も
現
在
使
用
し
て
い
る
墓
を

閉
じ
て
、
ゆ
か
り
の
あ
る
寺
院

に
預
け
る
方
や
親
類
縁
者
の
い

る
他
の
市
町
村
に
墓
を
移
設
す

る
方
も
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
町

が
管
理
し
て
い
る
桜
町
合
同
墓

地
で
は
平
成
24
年
度
か
ら
未
使

用
墓
地
の
返
還
を
受
け
付
け
て

お
り
ま
す
が
、
今
年
１
月
末
ま

で
の
返
還
件
数
は
157
区
画
と

な
っ
て
お
り
、
返
還
理
由
は
不

明
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中

に
は
墓
の
管
理
が
難
し
く
な
る

の
を
見
据
え
て
の
返
還
も
あ
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
他
の
自

治
体
で
は
合
同
納
骨
塚
な
ど
の

名
称
で
合
葬
式
の
墓
を
設
置

し
、
住
民
を
対
象
と
し
て
、
低

額
な
料
金
で
受
け
入
れ
を
行
う

所
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
実
態
把

握
に
つ
い
て
は
、
近
郊
の
自
治

体
を
訪
問
し
、
合
同
納
骨
塚
を

見
せ
て
い
た
だ
き
、
合
葬
墓
の

規
模
、
形
態
、
使
用
料
金
、
対

象
者
、
状
況
、
設
置
ま
で
の
流

れ
や
設
置
後
の
管
理
方
法
な
ど

に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
ま
た
町
内
の
寺
院
な
ど

と
の
意
見
交
換
で
は
、
様
々
な

理
由
で
墓
を
持
た
な
い
方
、
お

寺
も
利
用
し
な
い
方
、
町
が
設

置
す
る
こ
と
に
影
響
が
な
い
と

は
言
え
な
い
が
、
支
障
は
そ
れ

ほ
ど
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情

で
行
き
場
が
な
く
な
っ
た
遺
骨

が
、
粗
末
に
扱
わ
れ
な
い
よ
う

に
町
が
設
置
す
る
合
葬
式
の
墓

は
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
伺
っ
て
い
ま
す
。

②
設
置
場
所
は
桜
町
共
同
墓
地

敷
地
内
で
シ
ン
プ
ル
な
形
式
の

も
の
を
考
え
て
お
り
、
町
内
の

寺
院
の
方
々
、
各
方
面
の
方
々

の
ご
意
見
を
踏
ま
え
て
詳
細
を

詰
め
て
ま
い
り
ま
す
。

③
平
成
28
年
度
中
に
詳
細
を
詰

め
、
平
成
29
年
度
に
建
設
し
使

用
で
き
る
よ
う
に
進
め
て
ま
い

り
た
い
。
周
知
方
法
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
広
報
を
利
用
し
、
町

内
の
皆
さ
ん
に
行
き
渡
る
よ
う

に
周
知
し
て
ま
い
り
ま
す
。

【
町
長
】

　

平
成
28
年
度
に
き
ち
ん
と
熟

慮
す
る
期
間
を
い
た
だ
い
て
、

平
成
29
年
度
に
建
設
を
進
め
、

平
成
29
年
度
か
ら
使
用
で
き
る

よ
う
に
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

議
員
の
皆
様
方
に
も
知
恵
を

拝
借
す
る
場
面
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
け
ど
も
、
い
ろ
ん
な

多
方
面
の
方
に
い
ろ
い
ろ
話
を

お
聞
き
し
な
が
ら
、
し
っ
か
り

考
え
て
ま
い
り
ま
す
。
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Q 

平
成
28
年
度
七
飯
町
教
育
行
政
方
針
（
教
育
基
本
目
標

の
改
編
）
に
つ
い
て

A 
状
況
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
総
合
教
育
会

議
で
議
論
し
た
い

田　

村　

敏　

郎　

議
員

Q 

高
齢
者
ス
ポ
ー
ツ
（
施
設
）
に
つ
い
て

A 

新
設
は
財
政
上
厳
し
い
、
限
ら
れ
た
施
設
の
中
で
協
力

し
て
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い

中　

島　

勝　

也　

議
員

　

平
成
28
年
度
の
七
飯
町
教
育

行
政
方
針
に
は
「
町
長
が
主
宰

す
る
七
飯
町
総
合
教
育
会
議
で

教
育
行
政
の
根
本
と
な
る
教
育

大
綱
を
策
定
し
ま
し
た
。」
と

あ
り
、
そ
の
中
で
昭
和
49
年
３

月
に
制
定
さ
れ
た
教
育
基
本
目

標
が
、
平
成
24
年
11
月
に
制
定

し
直
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由

と
し
て
、
昭
和
49
年
３
月
に
制

定
し
た
６
項
目
の
七
飯
町
教
育

基
本
目
標
が
37
年
経
過
し
た
た

め
、
ま
た
教
育
改
革
な
ど
時
代

の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
昭

和
53
年
11
月
に
制
定
さ
れ
た

「
七
飯
町
町
民
憲
章
を
具
現
化

し
、
調
和
の
と
れ
た
人
づ
く
り

を
す
る
た
め
に
５
つ
の
七
飯
町

教
育
基
本
目
標
を
定
め
る
」
と

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
内

容
を
見
る
と
町
民
憲
章
で
は
、

「
す
す
ん
で
学
び
、
文
化
の
高

い
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
」
と

あ
る
が
、
こ
れ
を
受
け
た
七
飯

町
教
育
基
本
目
標
に
は
、
文
化

と
い
う
文
言
が
ど
こ
に
も
出
て

こ
な
い
、
欠
落
し
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
は
多
く
の
諸
先
輩
が

今
日
ま
で
育
ん
で
き
た
伝
統
や

文
化
活
動
を
継
承
し
て
い
こ
う

と
い
う
姿
勢
が
見
え
な
い
。
七

飯
町
史
続
刊
に
記
述
が
あ
り
ま

す
が
、
以
前
の
教
育
基
本
目
標

の
６
つ
め
は
、「
文
化
の
発
展

と
創
造
を
意
欲
的
に
進
め
る
町

民
」
と
し
具
体
的
目
標
と
し

て
、「
文
化
活
動
に
参
加
し
、

そ
の
発
展
向
上
を
は
か
る
。
郷

土
文
化
の
継
承
と
創
造
を
は
か

る
。
教
養
を
高
め
、
情
操
の
陶

冶
に
つ
と
め
る
。」
の
３
項
目

を
掲
げ
、
更
に
学
校
教
育
目
標

で
は
「
郷
土
の
歴
史
文
化
を
学

び
、
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
、

そ
の
継
承
に
つ
と
め
る
。」
社

会
教
育
目
標
で
は
、「
文
化
遺

産
を
理
解
し
、
文
化
的
施
設
、

行
事
を
利
用
参
加
し
て
、
郷
土

文
化
の
発
展
と
創
造
に
参
加
さ

せ
る
。」
と
う
た
っ
て
お
り
ま

す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
七
飯
町
教
育

基
本
目
標
を
改
編
す
る
気
が
あ

る
か
伺
い
ま
す
。

【
教
育
長
】

　

町
民
憲
章
に
対
し
て
、
教
育

基
本
目
標
が
対
応
し
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
端

的
に
言
え
ば
そ
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
文
化
と

い
う
文
字
が
欠
落
を
し
て
い
る

と
い
う
表
現
を
さ
れ
ま
し
た

が
、
文
化
と
い
う
も
の
を
こ
れ

は
決
し
て
欠
落
し
て
い
な
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
教
育

基
本
目
標
に
基
づ
い
て
、
子
ど

も
た
ち
が
七
飯
町
に
生
ま
れ
て

育
っ
て
い
く
過
程
の
中
で
、
情

操
教
育
だ
と
か
、
あ
る
い
は
町

で
主
催
す
る
行
事
を
通
し
て
文

化
的
な
気
持
ち
、
あ
る
い
は
視

野
を
広
げ
る
た
め
文
化
セ
ン

タ
ー
で
主
催
を
す
る
芸
術
等
を

見
聞
き
し
て
、
文
化
的
な
思
想

は
高
ま
っ
て
行
く
の
だ
ろ
う
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
結

果
と
し
て
教
育
基
本
目
標
に
基

づ
い
て
、
子
ど
も
た
ち
は
文
化

的
な
思
考
は
養
っ
て
い
く
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
現

状
と
し
て
七
飯
町
教
育
基
本
目

標
を
改
編
す
る
考
え
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。

【
町
長
】

　

教
育
基
本
目
標
は
、
当
時
ず

い
ぶ
ん
議
論
を
さ
れ
て
制
定
さ

れ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
教
育

長
の
方
か
ら
変
え
る
つ
も
り
は

な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
状
況

が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

れ
ば
、
総
合
教
育
会
議
の
中
で

少
し
議
論
を
し
て
も
い
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、「
公
職
選
挙
法
改

正
に
伴
う
投
票
率
ア
ッ
プ
に
つ

い
て
」、「
平
成
28
年
度
七
飯
町

施
政
方
針
に
つ
い
て
」
を
質
問

し
て
い
る
。

　

平
成
27
年
度
に
民
間
か
ら
移

譲
さ
れ
た
施
設
を
大
中
山
地
区

の
地
域
体
育
館
と
し
て
活
用
し

て
い
ま
す
。
町
民
の
生
涯
ス

ポ
ー
ツ
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
高

く
、
健
康
寿
命
の
延
長
を
図
る

上
で
、
各
種
ス
ポ
ー
ツ
団
体
に

対
す
る
育
成
と
活
動
の
促
進
、

施
設
の
整
備
を
図
っ
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
町
民

の
自
主
的
ま
た
日
常
的
な
健
康

保
持
の
増
進
を
図
る
活
動
を
支

援
し
て
行
く
必
要
も
あ
り
ま

す
。
ス
ポ
ー
ツ
は
医
療
費
の
削

減
を
図
る
と
言
わ
れ
、
高
齢
者

を
対
象
に
運
動
や
ス
ポ
ー
ツ
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
、
誰
で
も

健
康
で
絶
対
的
な
負
担
を
低
く

抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
ス
ポ
ー

ツ
施
設
の
充
実
が
必
要
で
あ
り

ま
す
。
病
気
の
治
療
で
は
な

く
、
健
康
を
つ
く
る
ス
ポ
ー
ツ

こ
そ
重
要
で
あ
り
ま
す
。
高
齢

者
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
特
に
パ
ー

ク
ゴ
ル
フ
は
老
若
男
女
を
問
わ

ず
誰
で
も
気
軽
に
楽
し
め
る
ス

ポ
ー
ツ
と
し
て
増
加
し
て
お

り
、
施
設
の
充
実
が
町
民
か
ら

希
望
さ
れ
て
い
ま
す
。
ス
ポ
ー

ツ
振
興
課
も
新
設
さ
れ
、
ス

ポ
ー
ツ
の
充
実
を
図
っ
て
い
く

と
の
こ
と
で
す
が
、
次
の
点
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

①
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
健
康
で

明
る
く
充
実
し
た
生
活
が
お
く

れ
る
よ
う
町
民
の
健
康
、
体
力

づ
く
り
対
策
に
つ
い
て

②
施
設
に
つ
い
て
、
ま
だ
不
足

感
も
あ
り
計
画
的
に
整
備
を
進

め
る
こ
と
に
つ
い
て

③
高
齢
者
も
気
軽
に
楽
し
め
る

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
提
供
や
医
療

と
の
連
携
を
主
体
と
し
た
施
策

の
展
開
に
つ
い
て

④
高
齢
者
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
検

討
に
つ
い
て

⑤
本
町
、
大
中
山
パ
ー
ク
ゴ
ル

フ
場
の
利
用
数
に
つ
い
て

⑥
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
の
推

移
に
つ
い
て

【
子
育
て
健
康
支
援
課
長
】

①
高
齢
化
率
は
31.3
％
と
高
齢
化

が
進
む
中
、
健
康
寿
命
を
延
伸

す
る
た
め
、
食
生
活
の
改
善
や

運
動
習
慣
の
定
着
等
に
よ
る
一

次
予
防
に
重
点
を
置
い
た
対
策

を
推
進
し
て
い
ま
す
。
60
代
以

上
の
方
に
は
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
、
筋
ト
レ
、
健

康
運
動
教
室
等
を
実
施
し
健
康

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

【
生
涯
教
育
課
長
】

①
教
育
委
員
会
と
地
域
総
合
型

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
ぷ
ら
っ
と
が

連
携
し
健
康
対
策
と
し
て
年
２

回
定
期
的
に
体
力
テ
ス
ト
を

開
催
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
も
盛
ん
に

な
っ
て
き
て
お
り
、
こ
の
普
及

に
も
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。

②
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
に
つ
い
て

毎
年
計
画
的
に
施
設
整
備
を
行

い
、
よ
り
使
い
や
す
い
施
設
を

目
指
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

③
運
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と

し
て
「
ふ
ま
ね
っ
と
教
室
」
を

実
施
し
て
お
り
ま
す
。
ふ
ま

ね
っ
と
運
動
は
歩
行
の
バ
ラ
ン

ス
を
改
善
す
る
運
動
学
習
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
、
認
知
症
の
予
防
に

も
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

④
高
齢
者
の
方
専
用
の
ス
ポ
ー

ツ
施
設
の
新
設
は
財
政
上
厳
し

い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
混
雑
す

る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
限
ら

れ
た
施
設
の
中
で
協
力
し
て
楽

し
ん
で
も
ら
い
た
い
。

⑤
本
町
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
は
、

27
年
度
２
４
，
１
９
３
名
、
大

中
山
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
は
３

１
，
４
１
２
名
と
な
っ
て
い
ま

す
。

【
住
民
課
長
】

⑥
高
齢
者
医
療
費
は
、
平
成
25

年
度
約
45
億
９
千
700
万
円
、
平

成
26
年
度
約
46
億
７
千
600
万
円

と
な
っ
て
い
ま
す
。
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平
成
27
年
12
月
17
日
第
４
回
定
例
会
に
お
い
て
当
委
員
会

に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
を
下
記
の
と

お
り
報
告
す
る
。

総

務

財

政

１
．
事
件
名

議
案
第
61
号　

七
飯
町
行
政

不
服
審
査
会
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

２
．
審
査
の
経
過

平
成
27
年
12
月
17
日
、
平
成

28
年
１
月
12
日
、
２
月
２
日
の

３
日
間
、
委
員
会
を
開
催
し
、

総
務
部
長
、
総
務
財
政
課
長
の

出
席
を
求
め
、
審
査
を
行
っ

た
。

３
．
決
定
及
び
理
由

⑴
決　
　

定　
　

原
案
可
決

⑵
理　
　

由

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
七

飯
町
行
政
不
服
審
査
会
条
例

（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）

は
、「
行
政
不
服
審
査
法
（
平

成
26
年
法
律
第
68
号
（
昭
和
37

年
法
律
第
160
号
全
部
改
正
））」

（
以
下
「
行
審
法
」
と
い
う
。）

が
平
成
26
年
６
月
13
日
に
公
布

さ
れ
、
平
成
28
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
執

行
機
関
の
附
属
機
関
と
し
て
行

政
不
服
審
査
会
（
以
下
「
審
査

会
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
審

法
第
81
条
第
２
項
の
規
定
に
基

づ
い
て
条
例
を
制
定
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

条
例
の
主
な
内
容
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

第
１
条
で
は
審
査
会
の
設
置

に
関
す
る
規
定
を
定
め
て
お

り
、
過
去
５
年
間
の
審
査
請
求

等
の
件
数
が
０
件
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
審
査
会
は
常
設
と
せ

ず
、
事
件
ご
と
に
設
置
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
第
２
条
で
は

審
査
会
の
委
員
は
５
名
以
内
で

組
織
す
る
こ
と
と
し
、
第
３
条

で
は
前
条
の
委
員
に
つ
い
て
の

規
定
を
し
て
い
る
。
第
１
項
で

は
町
長
は
事
件
ご
と
に
委
員
を

任
命
す
る
こ
と
。
第
２
項
で
は

審
査
請
求
の
取
下
げ
が
あ
っ
た

場
合
と
答
申
を
し
た
場
合
に
委

員
の
職
を
失
う
こ
と
を
規
定
し

て
い
る
。
第
３
項
で
は
委
員
の

守
秘
義
務
に
つ
い
て
、
第
４
項

で
は
委
員
の
政
治
的
行
為
に
関

す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
第

４
条
で
は
、
審
査
会
の
会
長
に

関
す
る
規
定
を
定
め
、
第
５
条

で
は
会
議
に
つ
い
て
委
員
の
半

数
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
会

議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
等

を
規
定
し
て
い
る
。
第
６
条
で

は
審
査
会
の
庶
務
を
行
う
部
署

を
規
定
し
て
お
り
、
第
７
条
で

は
規
則
へ
の
委
任
を
規
定
し
て

い
る
。
規
則
に
つ
い
て
は
、
す

ぐ
に
は
制
定
し
な
い
も
の
の
今

後
必
要
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
規
定
す
る
も
の

で
あ
る
。
附
則
と
し
て
、
七
飯

町
特
別
職
非
常
勤
職
員
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
を
行
い
、
審
査
会

委
員
の
報
酬
を
規
定
し
て
い

る
。委

員
か
ら
は
、
手
数
料
や
行

政
不
服
審
査
の
対
象
と
な
る
業

務
に
つ
い
て
の
質
疑
や
審
査
会

の
設
置
方
法
等
に
つ
い
て
の
確

認
が
行
わ
れ
た
。

以
上
の
条
例
内
容
を
審
査
し

た
と
こ
ろ
、
本
条
例
は
行
審
法

と
同
様
に
公
正
性
及
び
使
い
や

す
さ
の
向
上
の
観
点
か
ら
、
行

政
処
分
に
関
し
て
行
政
庁
に
不

服
を
申
し
立
て
る
手
続
に
つ
い

て
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
１
点
目
の
公
正
性
の
向

上
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
機
関

で
あ
る
審
査
会
を
設
置
す
る
こ

と
の
義
務
化
で
あ
り
、
２
点
目

の
使
い
や
す
さ
の
向
上
に
つ
い

て
は
、
不
服
申
立
て
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
期
間
を
60
日
か
ら

３
箇
月
に
延
長
す
る
こ
と
で
あ

る
。こ

の
こ
と
を
踏
ま
え
採
決
の

結
果
、
全
員
一
致
で
原
案
可
決

す
る
も
の
と
決
定
し
た
。

平
成
27
年
12
月
17
日
第
４
回
定
例
会
に
お
い
て
当
委
員
会

に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
を
下
記
の
と

お
り
報
告
す
る
。

総

務

財

政

１
．
事
件
名

議
案
第
62
号　

七
飯
町
職
員

の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

２
．
審
査
の
経
過

平
成
27
年
12
月
17
日
、
平
成

28
年
１
月
12
日
、
２
月
２
日
の

３
日
間
、
委
員
会
を
開
催
し
、

総
務
部
長
、
総
務
財
政
課
長
の

出
席
を
求
め
、
審
査
を
行
っ
た
。

３
．
決
定
及
び
理
由

⑴
決　
　

定　
　

原
案
可
決

⑵
理　
　

由

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
七

飯
町
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す

る
条
例
（
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。）
は
、「
地
方
公
務
員
法
及

び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
26

年
法
律
第
34
号
）
が
平
成
26
年

５
月
14
日
に
公
布
さ
れ
、
同
法

に
よ
り
改
正
後
の
地
方
公
務
員

法
（
昭
和
25
年
法
律
第
261
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）
に
退

職
管
理
の
適
正
を
確
保
す
る
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
規
定
が
設

け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
条
例
を

定
め
る
必
要
が
あ
る
た
め
制
定

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

条
例
の
主
な
内
容
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

第
１
条
で
は
、
条
例
の
根
拠

と
し
て
法
第
38
条
の
２
第
８
項

及
び
第
38
条
の
６
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
き
実
施
す
る
も
の
で

あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
第
２

条
で
は
、
再
就
職
者
の
う
ち
、

国
の
部
長
又
は
課
長
の
職
に
相

当
す
る
職
と
し
て
規
則
で
定
め

る
職
に
離
職
日
の
５
年
前
よ
り

就
い
て
い
た
者
が
、
在
職
時
に

就
い
て
い
た
組
織
の
職
員
に
対

し
、
離
職
後
２
年
間
は
、
離
職

前
５
年
間
の
職
務
に
関
す
る
働

き
か
け
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す

る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
第

３
条
で
は
、
管
理
職
員
で
あ
っ

た
者
が
、
離
職
後
２
年
間
に
営

利
企
業
以
外
の
法
人
そ
の
他
の

団
体
又
は
営
利
企
業
に
再
就
職

し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
町
長

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
第
４

条
で
は
、
町
長
は
、
再
就
職
情

報
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
を

規
定
し
て
い
る
。
第
５
条
で

は
、
規
則
へ
の
委
任
規
定
を
定

め
て
お
り
、
規
則
で
は
条
例
第

２
条
関
係
の
再
就
職
者
の
う

ち
、
依
頼
等
の
規
制
を
受
け
る

職
員
の
範
囲
、
地
方
公
共
団
体

の
執
行
機
関
の
組
織
等
の
役
職

員
に
類
す
る
者
、
条
例
第
３
条

関
係
の
監
理
又
は
監
督
の
地
位

に
あ
る
職
員
の
職
と
し
て
規
則

で
定
め
る
も
の
、
再
就
職
の
届

出
を
要
し
な
い
場
合
、
再
就
職

し
た
場
合
に
届
け
出
る
方
法
、

再
就
職
の
届
出
事
項
な
ど
を
規

則
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

委
員
か
ら
は
、
罰
則
規
定
の

対
象
期
間
等
に
つ
い
て
の
質
疑

が
あ
り
、
対
象
期
間
に
つ
い
て

は
法
に
２
年
間
と
規
定
し
て
い

る
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
採
決
の

結
果
、
全
員
一
致
で
原
案
可
決

す
る
も
の
と
決
定
し
た
。
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経

済

産

業

◆
大
中
山
小
学
校
屋
内
体
育
館

改
修
工
事
に
つ
い
て

〔
調
査
の
目
的
〕

大
中
山
小
学
校
改
築
事
業
の

１
期
目
の
工
事
と
し
て
老
朽
化

し
た
大
中
山
小
学
校
屋
内
体
育

館
を
現
在
建
設
中
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
建
築
の
進
捗
状
況
等
の

実
態
調
査
を
行
っ
た
。

　
　
〔
調
査
事
項
〕

１
．
改
修
工
事
の
目
的

昭
和
47
年
10
月
に
建
設
さ
れ

た
大
中
山
小
学
校
屋
内
体
育
館

は
、
建
物
の
老
朽
化
が
進
ん
で

い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
21
年
度

に
耐
震
診
断
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
大
地
震
（
震
度
６
〜
７
程

度
）
が
発
生
し
た
場
合
に
建
物

の
倒
壊
の
危
険
性
が
あ
る
と
判

定
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

児
童
の
安
全
確
保
及
び
教
育
環

境
改
善
の
た
め
、
体
育
館
の
全

面
改
築
を
実
施
す
る
。

全
体
事
業
費
は
約
７
億
円
で

あ
り
、
財
源
と
し
て
、
国
の
補

助
金
（
学
校
施
設
環
境
改
善
交

付
金
等
）
が
１
億
６
千
万
円
、

残
り
の
５
億
４
千
万
円
は
緊
急

防
災
事
業
債
及
び
全
国
防
災
事

業
債
を
活
用
し
、
起
債
額
の
７

割
（
全
国
防
災
事
業
債
に
つ
い

て
は
８
割
）
が
地
方
交
付
税
の

基
準
財
政
需
要
額
と
し
て
算
入

さ
れ
、
町
財
政
に
と
っ
て
負
担

が
少
な
く
な
る
起
債
を
活
用
し

て
い
る
。

２
．
建
物
の
概
要

⑴
体
育
館
棟

建
物
用
途
‥
体
育
館
（
小
学

校
）

構
造
‥
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
・
木
造　

２
階
建

建
築
面
積
‥
１
，
５
５
６
．
32

㎡　延
べ
床
面
積
‥
１
，
７
３
８
．

93
㎡

⑵
渡
り
廊
下

建
物
用
途
‥
小
学
校
（
渡
り
廊

下
）　

構
造
‥
鉄
骨
造　

２
階

建建
築
面
積
‥
19
．
68
㎡

延
べ
床
面
積
‥
39
．
36
㎡

⑶
仮
設
渡
り
廊
下

建
物
用
途
‥
小
学
校
（
渡
り
廊

下
）

構
造
‥
木
造　

平
屋

建
築
面
積
‥
53
．
68
㎡

延
べ
床
面
積
‥
53
．
68
㎡

３
．
入
札
状
況
等

⑴
建
築
主
体
工
事
（
制
限
付
一

般
競
争
入
札
）
３
社

施
工
業
者　

鈴
木
・
東
商
・
八

晃
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

予
定
価
格　

５
８
６
，
６
５

６
，
０
０
０
円

契
約
金
額　

５
７
８
，
８
８

０
，
０
０
０
円　

落
札
比
率　

98
．
76
％

⑵
電
気
設
備
工
事
（
地
域
限
定

型
一
般
競
争
入
札
）
３
社

施
工
業
者　

株
式
会
社
中
電
設

工
事

予
定
価
格　

 
４
９
，
０
５

３
，
６
０
０
円

契
約
金
額　

 

４
６
，
４
４

０
，
０
０
０
円　

落
札
比
率　

94
．
67
％

⑶
機
械
設
備
工
事
（
地
域
限
定

型
一
般
競
争
入
札
）
２
社

施
工
業
者　

久
慈
・
青
函
特
定

建
設
工
事
共
同
企
業
体

予
定
価
格　

 

５
３
，
２
３

３
，
２
０
０
円

契
約
金
額　

 

５
０
，
７
６

０
，
０
０
０
円　

落
札
比
率　

95
．
35
％

⑷
監
理
委
託
（
指
名
競
争
入

札
）
10
社

委
託
業
者　

株
式
会
社
二
本
柳

慶
一
建
築
研
究
所

予
定
価
格　

 

８
，
４
２
４
，

０
０
０
円

契
約
金
額　

 

７
，
９
９
２
，

０
０
０
円　

落
札
比
率　

94
．
87
％

４
．
工
事
の
進
捗
状
況

大
中
山
小
学
校
屋
内
体
育
館

は
、
平
成
28
年
２
月
26
日
完
成

予
定
で
、
現
地
調
査
を
行
っ
た

時
点
で
の
工
事
の
進
捗
率
は
、

建
築
主
体
工
事
が
97
．
５
％
、

電
気
設
備
工
事
が
83
．
５
％
、

機
械
設
備
工
事
が
96
．
２
％

で
、
計
画
ど
お
り
工
事
が
進
捗

し
て
お
り
、
現
時
点
の
問
題
点

は
特
に
見
受
け
ら
れ
な
い
。

５
．
避
難
施
設
と
し
て
の
概
要

主
に
屋
内
体
育
館
を
避
難
所

と
し
て
使
用
で
き
る
よ
う
に
設

計
が
さ
れ
て
お
り
、
校
舎
南
棟

の
屋
内
体
育
館
に
近
接
し
た
位

置
に
家
庭
科
室
を
配
置
す
る
予

定
で
、
避
難
所
と
し
て
使
用
し

た
際
に
食
事
等
の
提
供
が
で

き
、
屋
内
体
育
館
の
更
衣
室
に

は
シ
ャ
ワ
ー
設
備
が
設
置
さ
れ

て
い
る
。
停
電
時
に
は
、
屋
内

体
育
館
の
外
壁
に
設
置
し
た
発

電
機
接
続
基
盤
に
、
災
害
時
に

お
け
る
機
器
の
提
供
に
関
す
る

協
定
を
結
ぶ
企
業
か
ら
借
り
る

発
電
機
を
接
続
し
、
屋
内
体
育

館
と
家
庭
科
室
に
発
電
機
回
路

対
応
の
コ
ン
セ
ン
ト
か
ら
照
明

を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

暖
房
設
備
は
、
災
害
時
の
復
旧

が
早
い
電
気
熱
源
に
よ
る
土
壌

蓄
熱
床
暖
房
を
採
用
し
、
床
下

の
土
壌
を
蓄
熱
層
と
し
て
利
用

し
て
い
る
た
め
熱
容
量
が
大
き

く
、
停
電
時
で
も
３
日
程
度
は

温
か
さ
を
維
持
で
き
る
と
し
て

い
る
。

６
．
ま
と
め

大
中
山
小
学
校
屋
内
体
育
館

は
、
１
階
床
面
が
グ
ラ
ウ
ン
ド

よ
り
２
ｍ
程
度
埋
め
た
半
地
下

と
な
っ
て
お
り
、
２
階
ギ
ャ
ラ

リ
ー
か
ら
グ
ラ
ウ
ン
ド
へ
降
り

る
大
階
段
は
運
動
会
等
の
観
覧

席
と
し
て
も
利
用
で
き
る
工
夫

が
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
２
階

及
び
屋
根
に
大
断
面
集
成
材
を

使
用
し
、
壁
は
七
飯
町
産
の
杉

材
を
採
用
し
て
お
り
、
自
然
素

材
を
多
用
し
た
温
か
み
の
あ
る

空
間
と
な
っ
て
い
た
。
災
害
時

の
避
難
施
設
と
し
て
も
、
校
舎

南
棟
の
屋
内
体
育
館
に
近
接
し

た
位
置
に
家
庭
科
室
を
配
置
す

る
予
定
で
、
食
事
の
提
供
が
で

き
る
よ
う
考
慮
さ
れ
、
屋
内
体

育
館
に
は
シ
ャ
ワ
ー
、
発
電
機

に
よ
る
電
力
の
確
保
、
冬
期
間

の
災
害
時
に
対
応
す
る
た
め
の

暖
房
シ
ス
テ
ム
も
考
慮
さ
れ
て

い
た
。
工
事
の
進
捗
に
お
い
て

も
、
遅
滞
な
く
問
題
点
も
見
受

け
ら
れ
な
い
が
、
今
後
、
順
次

進
め
ら
れ
る
校
舎
の
工
事
に
つ

い
て
も
、
安
全
面
に
は
充
分
に

配
慮
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
強

く
要
望
す
る
。

常
任
委
員
会
活
動
報
告

【
所
管
事
務
調
査
】
要
旨
を
掲
載
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平
成
27
年
12
月
18
日
第
４
回
定
例
会
に
お
い
て
設
置
さ
れ

た
当
特
別
委
員
会
が
、
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
結
果
を
下
記
の

と
お
り
報
告
す
る
。

１
．
平
成
27
年
12
月
18
日
に
第

１
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

委
員
長
に
平
松
俊
一
委
員
、
副

委
員
長
に
長
谷
川
生
人
委
員
を

そ
れ
ぞ
れ
互
選
し
た
。

２
．
平
成
27
年
12
月
18
日
に
第

２
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

要
求
資
料
の
確
認
及
び
今
後
の

調
査
方
法
に
つ
い
て
協
議
し

た
。要

求
資
料
は
、
第
４
次
七
飯

町
総
合
計
画
の
進
捗
状
況
、
第

５
次
七
飯
町
総
合
計
画
基
本
構

想
（
案
）、
第
５
次
七
飯
町
総

合
計
画
基
本
計
画
（
案
）、
第

５
次
七
飯
町
総
合
開
発
振
興
計

画
審
議
会
名
簿
、
第
５
次
七
飯

町
総
合
計
画
の
策
定
経
過
及
び

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
財
政

計
画
、
平
成
27
年
度
の
現
在
の

財
政
状
況
に
つ
い
て
提
出
を
求

め
る
こ
と
と
し
委
員
会
を
閉
会

し
た
。

３
．
平
成
27
年
12
月
25
日
に
第

３
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

総
務
部
長
、
総
務
財
政
課
長
、

政
策
推
進
課
長
の
出
席
を
求

め
、
要
求
に
基
づ
き
提
出
の

あ
っ
た
資
料
の
説
明
を
受
け
、

聴
取
調
査
を
行
っ
た
。

は
じ
め
に
、
平
成
27
年
度
の

現
在
の
財
政
状
況
及
び
財
政
計

画
に
つ
い
て
説
明
が
さ
れ
、
平

成
27
年
度
の
決
算
見
込
み
は
、

歳
入
は
１
１
，
７
３
６
，
５
６

８
千
円
、
歳
出
は
１
２
，
２
８

５
，
８
０
１
千
円
で
、
５
４

９
，
２
３
３
千
円
の
歳
入
不
足

と
な
る
こ
と
と
、
形
式
収
支
必

要
額
の
２
３
８
，
２
７
１
千
円

を
加
え
た
７
８
７
，
５
０
０
千

円
を
基
金
か
ら
繰
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ
る
と
説

明
さ
れ
、
平
成
26
年
度
か
ら
36

年
度
ま
で
の
財
政
推
計
に
お
け

る
財
政
指
標
等
に
つ
い
て
は
、

平
成
26
年
度
決
算
を
ベ
ー
ス
に

現
在
計
画
が
進
行
中
の
も
の
、

平
成
28
年
度
当
初
予
算
要
求
に

含
ま
れ
て
い
る
事
業
を
加
味
し

推
計
し
た
結
果
、
平
成
31
年
度

に
は
基
金
に
よ
る
繰
入
が
不
可

能
と
な
る
説
明
が
さ
れ
た
。

次
に
、
第
４
次
七
飯
町
総
合

計
画
事
業
調
書
と
第
５
次
七
飯

町
総
合
計
画
の
基
本
構
想
案
、

基
本
計
画
案
が
説
明
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
第
４
次
総
合
計

画
に
つ
い
て
、
審
議
会
で
検
証

は
行
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、

達
成
で
き
な
か
っ
た
最
重
要
課

題
の
位
置
づ
け
で
第
５
次
総
合

計
画
を
策
定
し
て
い
る
の
か
と

い
う
質
疑
が
出
さ
れ
、
質
疑
に

対
し
、
検
証
は
行
っ
て
お
り
、

達
成
で
き
な
か
っ
た
も
の
は
引

き
続
き
第
５
次
総
合
計
画
に
搭

載
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。

次
回
の
委
員
会
に
、
第
４
次

七
飯
町
総
合
計
画
の
事
業
達
成

状
況
、
人
口
推
計
、
実
質
公
債

費
比
率
・
将
来
負
担
比
率
に
関

す
る
説
明
資
料
、
基
金
が
マ
イ

ナ
ス
と
な
っ
た
場
合
の
手
立

て
、
人
口
に
対
す
る
交
付
税
の

基
礎
数
値
に
関
す
る
資
料
に
つ

い
て
提
出
を
求
め
る
こ
と
と
し

委
員
会
を
閉
会
し
た
。

４
．
平
成
28
年
１
月
18
日
に
第

４
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

総
務
部
長
、
総
務
財
政
課
長
、

政
策
推
進
課
長
の
出
席
を
求
め

要
求
に
基
づ
き
提
出
の
あ
っ
た

資
料
の
説
明
を
受
け
、
聴
取
調

査
を
行
っ
た
。

は
じ
め
に
、
人
口
推
計
に
つ

い
て
は
、
七
飯
町
の
合
計
特
殊

出
生
率
が
平
成
26
年
に
１
．
16

と
な
っ
て
お
り
、
国
の
１
．

42
、
北
海
道
の
１
．
27
よ
り
低

く
な
っ
て
い
る
。
自
然
増
減
に

お
い
て
は
０
．
14
％
の
減
少
、

社
会
増
減
で
は
０
．
52
％
の
増

加
と
い
う
状
況
で
、
社
会
増
に

よ
り
人
口
を
維
持
し
て
い
る
現

状
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

を
踏
ま
え
、
①
子
ど
も
を
産
み

育
て
た
い
と
い
う
希
望
を
か
な

え
る
②
住
み
続
け
た
い
と
思
え

る
生
活
環
境
を
整
え
る
③
食
や

観
光
を
は
じ
め
と
す
る
力
強
い

産
業
と
雇
用
の
場
を
つ
く
る
④

七
飯
町
ら
し
さ
を
活
か
し
て
人

を
呼
び
込
む
と
い
う
よ
う
な
４

点
を
将
来
の
方
向
性
と
し
て
七

飯
町
の
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生
総
合
戦
略
を
策
定
し
て
い

る
。次

に
、
第
４
次
七
飯
町
総
合

計
画
の
事
業
達
成
状
況
に
つ
い

て
は
、
14
件
の
未
着
手
事
業
を

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
第
５
次
七

飯
町
総
合
計
画
の
策
定
に
あ

た
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

と
し
て
い
る
。

次
に
、
実
質
公
債
費
比
率
・

将
来
負
担
比
率
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
実
質
公
債
費
比
率
は
、
毎

年
度
経
常
的
に
収
入
さ
れ
る

財
源
の
う
ち
、
公
債
費
相
当

額
に
充
当
さ
れ
た
も
の
の
占
め

る
割
合
の
３
カ
年
の
平
均
値

で
、
18
％
以
上
の
団
体
は
、
地

方
債
の
発
行
に
際
し
北
海
道
知

事
の
許
可
が
必
要
と
な
る
。

25
％
以
上
の
団
体
は
財
政
健
全

化
計
画
、
35
％
以
上
の
団
体
は

財
政
再
生
計
画
を
そ
れ
ぞ
れ
策

定
し
、
取
組
を
進
め
る
事
と
な

る
。
ま
た
、
将
来
負
担
比
率

は
、
一
般
会
計
等
が
将
来
負
担

す
べ
き
実
質
的
な
負
債
の
額
を

標
準
財
政
規
模
と
比
較
し
た
比

率
で
、
350
％
以
上
の
団
体
は
財

政
健
全
化
計
画
を
策
定
し
、
取

組
を
進
め
る
事
と
な
る
。

次
に
、
基
金
が
マ
イ
ナ
ス
と

な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
現

実
的
に
歳
出
の
削
減
等
に
よ
り

収
支
の
均
衡
を
図
る
事
と
な

る
。
ま
た
、
人
口
に
対
す
る

交
付
税
の
基
礎
数
値
に
つ
い
て

は
、
平
成
27
年
度
普
通
交
付
税

額
に
よ
る
試
算
で
は
、
１
人
当

た
り
約
10
万
６
千
円
と
な
っ
て

い
る
。

委
員
か
ら
資
料
の
不
備
の
指

摘
が
あ
り
、
次
回
の
委
員
会

に
、
第
４
次
七
飯
町
総
合
計
画

の
事
業
達
成
状
況
の
再
提
出

（
着
手
・
未
着
手
・
終
了
の
解

る
も
の
）、
第
４
次
七
飯
町
総

合
計
画
の
途
中
で
追
加
し
た
事

業
及
び
理
由
、
財
政
指
標
に
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
事
業
、
平
成

37
年
ま
で
の
財
政
指
標
に
つ
い

て
提
出
を
求
め
る
こ
と
と
し
委

員
会
を
閉
会
し
た
。

５
．
平
成
28
年
２
月
１
日
に
第

５
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

総
務
部
長
、
総
務
財
政
課
長
、

政
策
推
進
課
長
の
出
席
を
求
め

要
求
に
基
づ
き
提
出
の
あ
っ
た

資
料
の
説
明
を
受
け
、
聴
取
調

査
を
行
っ
た
。

前
回
の
委
員
会
で
資
料
の
不

備
に
指
摘
の
あ
っ
た
事
項
の
説

明
と
し
て
、
第
４
次
七
飯
町
総

合
計
画
に
お
い
て
着
手
し
た
事

業
は
36
事
業
、
終
了
し
た
事
業

は
31
事
業
、
計
画
の
途
中
で
追

加
を
し
た
事
業
は
５
事
業
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
財
政
推
計
年

次
を
28
年
度
か
ら
38
年
度
と
し

た
試
算
表
と
公
債
費
の
推
計
状

特
別
委
員
会
報
告

七
飯
町
総
合
計
画
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
会
報
告
書　

委
員
長　

平　

松　

俊　

一
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況
で
、
地
方
債
残
高
は
平
成
32

年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
い
く

と
し
て
い
る
。

次
回
の
委
員
会
に
、
町
長
の

出
席
を
求
め
、
次
の
３
点
に
つ

い
て
委
員
長
か
ら
総
括
質
疑
を

行
う
こ
と
を
確
認
し
委
員
会
を

閉
会
し
た
。

①
歳
入
歳
出
は
同
じ
か
黒
字
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う

が
、
建
設
事
業
や
償
還
金
の
た

め
歳
出
が
増
え
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
赤
字
を
防
ぐ
対
応

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

か
。
特
に
基
金
が
な
く
な
り
赤

字
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
も
の

を
作
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
今

後
そ
の
赤
字
を
ど
の
よ
う
に
防

い
で
い
く
の
か
。

②
優
先
順
位
を
決
め
て
第
５
次

七
飯
町
総
合
計
画
、
財
政
計
画

に
反
映
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い

の
か
。
国
、
道
へ
の
要
望
は

も
っ
と
活
発
に
行
う
べ
き
で
は

な
い
の
か
。

③
国
保
の
赤
字
、
一
般
会
計
か

ら
の
繰
出
し
に
つ
い
て
。
将
来

的
な
展
望
に
つ
い
て
。
同
様
に

水
道
事
業
に
つ
い
て
も
説
明
し

て
ほ
し
い
。

６
．
平
成
28
年
２
月
19
日
に
第

６
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

町
長
の
出
席
を
求
め
委
員
長
か

ら
の
総
括
質
疑
を
行
っ
た
。

町
長
の
答
弁
は
次
の
と
お
り

で
あ
っ
た
。

町
の
発
展
及
び
地
域
振
興
に

必
要
な
事
業
は
実
施
す
る
と
考

え
て
お
り
、
経
費
に
つ
い
て
は

特
定
財
源
の
確
保
と
、
有
利
な

起
債
制
度
の
適
用
な
ど
、
町
費

負
担
軽
減
に
努
め
、
歳
出
の
節

減
、
自
主
財
源
の
確
保
の
た
め

公
共
料
金
の
見
直
し
な
ど
を
検

討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
。

事
業
の
優
先
順
位
付
け
に
つ

い
て
は
、
今
後
の
事
業
計
画
の

中
か
ら
、
安
全
上
の
緊
急
度

合
、
町
民
の
生
活
に
直
結
す
る

も
の
、
既
存
の
施
設
や
設
備
の

老
朽
具
合
や
、
税
収
増
や
雇
用

に
つ
な
が
る
産
業
や
経
済
上
へ

の
先
行
投
資
性
、
町
民
か
ら
の

必
要
要
求
度
、
各
地
域
へ
の
整

備
配
置
状
況
な
ど
と
と
も
に
、

町
負
担
の
少
な
い
状
況
か
な
ど

を
考
慮
し
、
計
画
性
を
持
ち
な

が
ら
財
政
状
況
と
付
け
合
せ
、

事
業
の
実
施
を
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
国
や
道
の
政
策
や
動

向
に
よ
り
、
逐
次
事
業
の
選
択

を
し
、
ロ
ー
リ
ン
グ
し
な
が
ら

計
画
事
業
年
次
の
修
正
を
行
う

と
し
て
い
る
。

要
望
活
動
に
つ
い
て
は
、
地

元
の
国
会
議
員
や
道
議
会
議
員

な
ど
に
、
町
の
抱
え
る
問
題

や
、
少
し
で
も
有
利
な
財
政
支

援
を
受
け
る
相
談
を
す
る
と
と

も
に
、
補
助
金
確
保
に
向
け
、

国
の
所
管
省
庁
に
対
し
、
早
め

の
時
期
に
要
望
す
る
と
し
て
い

る
。国

保
会
計
に
つ
い
て
は
、
赤

字
が
見
込
ま
れ
て
い
る
状
況

で
、
国
保
税
の
税
率
を
見
直
す

こ
と
の
検
討
が
必
要
で
、
国
保

会
計
内
で
の
整
理
で
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
。し

か
し
、
子
ど
も
へ
の
医
療

助
成
拡
大
に
よ
る
医
療
費
増
加

の
影
響
が
否
定
で
き
な
い
こ
と

か
ら
、
負
担
金
減
額
分
に
つ
い

て
は
、
国
の
動
向
を
見
な
が

ら
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
出
も

必
要
か
ど
う
か
検
討
す
る
と
し

て
い
る
。

水
道
事
業
会
計
に
対
す
る
一

般
会
計
か
ら
の
繰
出
金
に
つ
い

て
は
、
簡
易
水
道
事
業
（
藤
城

簡
水
・
大
沼
簡
水
）
で
発
行
し

た
企
業
債
の
元
利
償
還
金
や
水

道
事
業
で
支
出
す
る
児
童
手
当

支
給
分
な
ど
が
対
象
で
あ
り
、

繰
り
出
し
が
さ
れ
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
一
般
会
計
で
は
、
交

付
税
に
よ
る
財
源
措
置
が
な
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
繰
出
金
の
性
格

は
、
水
道
事
業
会
計
の
収
益

（
損
益
）
状
況
に
対
し
て
繰
り

出
し
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

黒
字
・
赤
字
に
関
係
な
く
、
簡

易
水
道
事
業
の
建
設
費
に
対
し

て
の
補
助
金
的
な
性
格
を
有
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
今

後
は
、
簡
易
水
道
事
業
で
発
行

し
た
企
業
債
残
高
が
減
少
し
、

元
利
償
還
金
の
減
少
に
連
動
し

て
こ
の
繰
出
金
も
年
々
減
少
し

て
い
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

７
．
平
成
28
年
３
月
２
日
に
第

７
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
、

こ
れ
ま
で
の
調
査
活
動
に
つ
い

て
、
平
成
28
年
第
１
回
定
例
会

に
提
出
す
る
最
終
報
告
書
の
ま

と
め
を
行
い
委
員
会
を
閉
会
し

た
。

８
．
ま
と
め

以
上
が
、
当
委
員
会
の
こ
れ

ま
で
の
活
動
を
ま
と
め
た
報
告

で
あ
る
。
か
つ
て
総
合
計
画
に

つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
に
お

い
て
、
市
町
村
に
対
し
、
総
合

計
画
の
基
本
部
分
で
あ
る
基
本

構
想
は
議
会
の
議
決
を
経
て
定

め
る
こ
と
が
義
務
付
け
さ
れ
て

い
た
が
、
国
の
地
域
主
権
改
革

の
下
、
平
成
23
年
に
法
的
な
策

定
義
務
が
な
く
な
り
、
策
定
及

び
議
会
の
議
決
を
経
る
か
ど
う

か
は
町
が
独
自
に
判
断
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
七
飯
町
で
は
、

七
飯
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例

に
基
本
と
な
る
計
画
と
し
て
総

合
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
を
謳

う
と
と
も
に
、
議
会
に
お
い
て

も
議
会
基
本
条
例
で
、
町
政
に

お
け
る
重
要
な
計
画
等
の
決
定

に
参
画
す
る
観
点
か
ら
、
総
合

計
画
を
議
決
事
項
に
定
め
て
き

た
。現

在
の
七
飯
町
は
、
北
海
道

新
幹
線
の
開
業
を
目
前
に
控

え
、
町
議
会
と
し
て
、
第
４
次

総
合
計
画
に
お
い
て
、「
何
が

達
成
で
き
て
、
何
が
達
成
で
き

な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の

理
由
は
何
か
。」
等
の
点
検
を

十
分
に
行
っ
た
上
で
、
こ
れ
か

ら
の
七
飯
町
の
方
向
性
を
描
い

て
い
く
責
務
が
あ
り
、
改
め

て
、「
第
５
次
七
飯
町
総
合
計

画
」
で
掲
げ
る
「
さ
ら
に
優
し

く
、
た
く
ま
し
く
笑
顔
あ
ふ
れ

る
み
ら
い
を
め
ざ
し
て
」
の
将

来
像
の
実
現
に
向
け
、
町
民
、

行
政
、
議
会
が
一
体
と
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
、
責
務
を
果

た
し
、
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
る
。

当
委
員
会
と
し
て
は
、
町
全

体
の
活
性
化
と
町
民
福
祉
の
向

上
に
向
け
、
総
合
計
画
を
踏
ま

え
た
予
算
編
成
及
び
事
業
執
行

と
、
大
型
の
事
業
に
係
る
財
政

運
営
に
注
視
す
る
こ
と
と
し
、

細
か
な
事
業
の
見
直
し
と
、

し
っ
か
り
と
し
た
財
源
の
確
保

に
今
以
上
の
努
力
を
望
む
も
の

で
あ
る
。
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平
成
28
年
３
月
９
日
第
１
回
定
例
会
に
お
け
る
議
決
に
基

づ
き
、
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
し
た

結
果
を
下
記
の
と
お
り
報
告
す
る
。

１
．
審
査
に
付
託
さ
れ
た
事
件

名⑴
議
案
第
１
号　

平
成
28
年
度

七
飯
町
一
般
会
計
予
算

⑵
議
案
第
２
号　

平
成
28
年
度

七
飯
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
予
算

⑶
議
案
第
３
号　

平
成
28
年
度

七
飯
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別

会
計
予
算

⑷
議
案
第
４
号　

平
成
28
年
度

七
飯
町
介
護
保
険
特
別
会
計
予

算⑸
議
案
第
５
号　

平
成
28
年
度

七
飯
町
下
水
道
事
業
特
別
会
計

予
算

⑹
議
案
第
６
号　

平
成
28
年
度

七
飯
町
土
地
造
成
事
業
特
別
会

計
予
算

⑺
議
案
第
７
号　

平
成
28
年
度

七
飯
町
水
道
事
業
会
計
予
算

２
．
審
査
の
経
過

平
成
28
年
３
月
９
日
、
10

日
、
11
日
、
14
日
、
15
日
、
16

日
の
６
日
間
、
委
員
会
を
開
催

し
、
町
長
、
副
町
長
、
担
当
部

長
、
担
当
課
長
、
セ
ン
タ
ー

長
及
び
事
務
局
長
の
出
席
を
求

め
、
審
査
を
行
っ
た
。

 ３
．
決
定
及
び
理
由

⑴
決　
　

定　

原
案
可
決

⑵
理　
　

由

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
７

議
案
に
つ
い
て
、
慎
重
に
審
査

し
た
結
果
、
議
案
第
１
号
は
賛

成
多
数
で
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
し
、
議
案

第
２
号
か
ら
議
案
第
７
号
ま
で

は
い
ず
れ
も
全
員
一
致
で
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。
ま
た
、
一
般
会
計

の
原
案
に
反
対
す
る
委
員
か
ら

少
数
意
見
の
留
保
が
あ
っ
た
。

な
お
、
予
算
執
行
に
あ
た
り

町
理
事
者
に
次
の
事
項
に
つ
い

て
申
し
入
れ
す
べ
き
と
合
意
が

あ
っ
た
の
で
、
付
帯
意
見
等
と

し
て
申
し
入
れ
を
す
る
。

４
．
付
帯
意
見
等

本
年
度
の
一
般
会
計
予
算

は
、
前
年
度
の
一
般
会
計
予
算

（
以
下
「
前
年
度
予
算
」
と
い

う
。）
と
比
較
し
て
１
，
３
１

０
，
０
０
０
千
円
、
11
．
６
％

の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

歳
入
で
は
、
町
税
で
前
年
度

予
算
と
比
較
し
て
４
，
７
３
１

千
円
が
増
加
し
て
お
り
、
主
に

町
民
税
で
１
０
，
１
７
０
千

円
、
軽
自
動
車
税
で
２
，
９
０

４
千
円
、
入
湯
税
で
１
，
１
４

８
千
円
増
加
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
個
人
所
得
の
伸
び
等
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、

固
定
資
産
税
が
８
，
０
２
２
千

円
、
た
ば
こ
税
で
１
，
４
６
９

千
円
減
少
し
て
お
り
、
固
定
資

産
の
評
価
替
え
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
地
方
消
費
税
交
付
金
は

１
１
３
，
０
０
０
千
円
増
加
、

地
方
交
付
税
は
２
２
０
，
０
０

０
千
円
増
加
、
国
庫
支
出
金
は

５
６
６
，
４
５
１
千
円
増
加
、

道
支
出
金
は
１
１
８
，
６
４
１

千
円
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、

町
債
は
２
２
８
，
０
０
０
千
円

増
加
し
、
投
資
的
事
業
の
増
大

等
か
ら
前
年
度
予
算
と
比
較
し

１
４
０
，
６
２
５
千
円
多
い
７

８
９
，
６
９
１
千
円
の
基
金
繰

特
別
委
員
会
報
告

　

平
成
28
年
度
予
算
審
査

特
別
委
員
会
報
告
書　

委
員
長　

青　

山　

金　

助

平成28年度一般会計予算
歳入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　単位：千円

款 平成２８年度予算 平成２７年度予算 比　較

１ 町 　 　   　 税 2,558 ,506 2,553 ,775 4,731
２ 地 方 譲 与 税 101,300 98,500 2,800
３ 利 子 割 交 付 金 3,800 5,700 △ 1,900
４ 配 当 割 交 付 金 16,900 7,400 9,500
５ 株式等譲渡所得割交付金 1,700 800 900
６ 地 方 消 費 税 交 付 金 472,700 359,700 113,000
７ ゴルフ場利用税交付金 5,000 5,000 0
８ 自動車取得税交付金 13,300 11,300 2,000
９ 地 方 特 例 交 付 金 13,600 12,900 700
10 地 方 交 付 税 3,250 ,000 3,030 ,000 220,000
11 交通安全対策特別交付金 3,500 4,000 △ 500
12 分 担 金 及 び 負 担 金 179,453 243,474 △ 64,021
13 使 用 料 及 び 手 数 料 221,808 225,926 △ 4,118
14 国 庫 支 出 金 1,873 ,237 1,306 ,786 566,451
15 道 支 出 金 774,514 655,873 118,641
16 財 産 収 入 18,414 20,913 △ 2,499
17 寄   附   金 20,004 9,005 10,999
18 繰   入   金 789,691 649,066 140,625
19 繰   越   金 5,000 5,000 0
20 諸   収   入 202,273 237,582 △ 35,309
21 町       債 2,115 ,300 1,887 ,300 228,000

合　　　計 12,640 ,000 11,330 ,000 1,310 ,000
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入
れ
を
し
た
予
算
編
成
と
な
っ

て
い
る
。

歳
出
で
の
増
加
の
主
な
理
由

は
、
扶
助
費
の
増
加
、
水
防
セ

ン
タ
ー
建
設
工
事
、
道
の
駅
整

備
事
業
、
大
中
山
小
学
校
改
築

工
事
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。総

体
で
は
、
自
主
財
源
の
増

加
や
歳
出
に
お
け
る
特
定
財
源

の
確
保
に
よ
り
、
一
般
財
源
の

圧
縮
を
図
る
と
と
も
に
交
付
税

算
入
の
あ
る
起
債
の
借
り
入
れ

を
行
う
等
、
将
来
負
担
の
軽
減

を
図
っ
て
は
い
る
が
、
大
型
事

業
が
続
く
こ
と
に
よ
り
経
常
収

支
比
率
が
3.1
ポ
イ
ン
ト
上
昇
す

る
等
、
町
財
政
の
硬
直
化
が
進

ん
で
い
る
。

総
括
質
疑
に
お
い
て
委
員
か

ら
は
、
新
幹
線
日
本
縦
断
ツ

ア
ー
の
経
費
及
び
開
催
時
期
に

つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
経
費
は

個
人
負
担
及
び
道
の
補
助
金
を

活
用
し
、
開
催
時
期
は
、
北
海

道
新
幹
線
の
開
業
に
合
わ
せ
て

６
月
頃
の
開
催
を
予
定
し
て
い

る
と
答
弁
し
て
い
る
。

道
の
駅
建
設
事
業
と
企
業
の

誘
致
に
対
す
る
質
疑
に
つ
い
て

は
、
高
速
交
通
網
の
結
節
点
と

し
て
位
置
的
優
勢
性
や
、
24
時

間
自
動
車
交
通
量
を
活
か
し
、

民
間
企
業
の
活
力
を
十
分
活
用

で
き
る
よ
う
検
討
す
る
と
し
て

い
る
。
す
で
に
数
社
の
企
業
が

開
業
し
、
函
館
新
幹
線
総
合
車

両
所
を
含
め
今
後
も
雇
用
の
場

の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、
進
出
企
業
の
サ
ポ
ー
ト
に

も
力
を
入
れ
て
い
く
と
し
て
い

る
。決

算
見
込
み
に
つ
い
て
は
、

５
月
の
出
納
整
理
期
間
が
終
了

後
、
速
や
か
に
議
会
へ
報
告
す

る
と
し
て
い
る
。

ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て

は
、
平
成
28
年
度
か
ら
は
高
額

寄
附
金
に
対
す
る
取
り
組
む
準

備
を
進
め
て
お
り
、
Ｐ
Ｒ
と
し

て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
や

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
活
用
を
し
、
財

源
確
保
に
向
け
て
全
力
で
取
り

組
む
と
し
て
い
る
。

今
後
も
大
型
事
業
の
実
施
が

予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

国
・
道
費
の
み
な
ら
ず
、
各
種

特
定
財
源
の
確
保
に
最
大
限
の

努
力
を
す
る
ほ
か
、
予
算
の
執

行
に
あ
た
っ
て
は
、
常
に
経
費

の
見
直
し
を
行
い
慎
重
か
つ
効

率
的
に
執
行
す
る
こ
と
を
強
く

望
む
も
の
で
あ
る
。

歳出 単位：千円

款 平成２８年度予算 平成２７年度予算 比　較

１ 議 会 費 101,221 114,872 △ 13,651

２ 総 務 費 504,470 538,844 △ 34,374

３ 民 生 費 3,741 ,175 3,178 ,685 562,490

４ 衛 生 費 842,891 803,089 39,802

５ 労 働 費 39,305 39,338 △ 33

６ 農 林 水 産 業 費 125,416 136,647 △ 11,231

７ 商 工 費 138,151 104,001 34,150

８ 土 木 費 2,073 ,508 1,579 ,868 493,640

９ 消 防 費 475,424 492,020 △ 16,596

10 教 育 費 2,279 ,181 2,051 ,339 227,842

11 災 害 復 旧 費 1,000 1,000 0

12 公 債 費 1,053 ,104 1,047 ,406 5,698

13 職 員 費 1,260 ,154 1,237 ,891 22,263

14 予 備 費 5,000 5,000 0

合　　　　計 12,640 ,000 11,330 ,000 1,310 ,000

平成28年度特別会計・企業会計予算
 単位：千円

会　計　名 平成２８年度予算 平成２７年度予算 比　較

１ 国 民 健 康 保 険 4,211 ,000 4,237 ,000 △ 26,000

２ 後 期 高 齢 者 医 療 388,000 408,000 △ 20,000

３ 介 護 保 険 2,552 ,000 2,446 ,000 106,000

保 険 事 業 2,532 ,882 2,429 ,885 102,997

介 護 サ ー ビ ス 事 業 19,118 16,115 3,003

４ 下 水 道 事 業 1,035 ,200 1,022 ,200 13,000

５ 土 地 造 成 事 業 1,300 2,700 △ 1,400
水

道

事

業

収 益 的 収 入 486,000 477,600 8,400

収 益 的 支 出 486,000 474,400 11,600

資 本 的 収 入 189,637 282,632 △ 92,995

資 本 的 支 出 350,461 436,598 △ 86,137
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第１回定例会

3 月 7 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 月 8 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 月 9 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3月17日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※判定　○=出席、×=欠席、△=遅参・早退・中座、公=公務、忌=忌引

開会日

横　

田　

有　

一

川　

村　

主　

税

小　

松　

義　

光

上　

野　

武　

彦

平　

松　

俊　

一

畑　

中　

静　

一

中　

島　

勝　

也

佐　

野　

史　

人

木　

下　
　
　

敏

青　

山　

金　

助

長
谷
川　

生　

人

川　

上　

弘　

一

池　

田　

誠　

悦

坂　

本　
　
　

繁

中　

川　

友　

規

田　

村　

敏　

郎

神　

﨑　

和　

枝

坂　

田　

邦　

彦

第１回臨時会 3月28日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※判定　○=出席、×=欠席、△=遅参・早退・中座、公=公務、忌=忌引

《定例会の日程》

　議会では、開かれた議会活動を目指して、多くの皆さま

に議会が傍聴されるように本年度より定例会の初日を議会

だより５月号に掲載することとなりました。

　平成２８年度の定例会の日程は、下記のとおりとなって

います。本会議は議場の傍聴席または役場１階ギャラリー

で傍聴することができます。

平成２８年第２回定例会／平成２８年　６月１４日（火）～

平成２８年第３回定例会／平成２８年　９月　６日（火）～

平成２８年第４回定例会／平成２８年１２月１３日（火）～

平成２９年第１回定例会／平成２９年　３月　１日（水）～

※ 日程については、変更となる場合がございますので、議会事務局へご確認願います
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